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第１節 策定の趣旨 

   県は，平成２０年(西暦２００８年)に，おおむね１０年後までを視野に入れた本県森林・林業行政の

中長期的な指針として「みやぎ森林・林業の将来ビジョン」を策定し，各種施策を展開してきました。 

   ビジョン策定後８年が経過し，東日本大震災の発生や森林に期待する社会的な要請の拡大など，森林， 

林業・木材産業を取り巻く情勢が大きく変化し，また，ビジョン目標の最終年度である平成２９    

年度(２０１７年)を迎えることから，平成２８年度（２０１６年）にこれまで取り組んできた施策の実 

績点検を実施しました。 

   この点検結果を踏まえ，情勢の変化に的確に対応するため，次の視点を持って内容の見直しを行い， 

林業・木材産業の振興と森林の整備・保全に関する施策の強化に向け，新たなビジョンを策定すること 

としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２節 ビジョンの位置付け 

   本ビジョンは，県政運営の基本的な指針として平成１９年(２００７年)３月に策定された「宮城の将 

 来ビジョン」の個別計画として位置付けています。 

  この「宮城の将来ビジョン」の計画期間は平成１９～２８年度（２００７～２０１６年）としていま 

したが，東日本大震災からの復興を最優先として取り組むため，終期を「宮城県震災復興計画」の終期 

に合わせて平成３２年度（２０２０年）まで４年間延長することとしました。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 第３節 ビジョンの性格，計画期間・目標年度 

   森林の育成には極めて長い時間を要することから，長期的な視点に立って，目指すべき森林，林業・ 

木材産業の将来像と行政運営の理念を提示します。 

  将来像の実現に向けて，平成３０年度(２０１８年)を初年度とし，平成３９年度(２０２７年)を目標 

年度として，今後１０年間取り組むべきことや到達目標等を提示します。 

〔宮城の将来像〕「宮城の将来ビジョン」 

私たちが目指す将来の宮城は， 

県民一人ひとりが，美しく安全な県土にはぐくまれ，産業経済の安定的な成長により，幸福

を実感し，安心して暮らせる宮城です。そして，宮城に生まれ育った人や住んでいる人が活

躍できる機会にあふれ，国内からも国外からも人を引きつける元気な宮城です。 

〔見直しの視点〕 

○本県の森林，林業・木材産業に対する社会的なニーズや情勢の変化への対応 

○「宮城の将来ビジョン」の目標達成に向けた施策の推進 

   

〔実績点検を踏まえた新たな視点〕 

視点１ 林業・木材産業の一層の産業力強化 

視点２ 資源の循環利用を通じた森林の整備・保全 

視点３ 森林資源を活かした産業の成長 

視点４ 県土の保全対策 

視点５ 東日本大震災からの復興と発展 

第 1 章 新みやぎ森林・林業の将来ビジョン策定に当たって 
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 第４節 策定方法 

宮城県産業振興審議会に諮問するとともに，県の関係機関職員で組織する新みやぎ森林・林業の将来 

ビジョン策定委員会の設置や，中間案策定の段階でホームページに公開し意見の募集等を行うことによ 

り，県民，森林所有者，林業・木材産業事業者及び市町村等のニーズや課題を把握，分析しながら，内 

容の検討を実施しました。 

 

 第５節 推進方法 

 １  的確な進行管理の実施 

   県では毎年度，基本計画に位置付けられた施策の実施状況や目標指標の達成状況を確認し，その結 

果については，公表するなど的確な進行管理に努めます。各施策のロードマップは第４章に記載して 

おりますが，実施時期は状況により前後することがあります。また，ＰＤＣＡ※サイクルによる進行 

管理により，各施策の推進に努めるとともに，情勢の変化を踏まえ内容を見直すなど柔軟に対応しま 

す。（※ Plan（計画）－Do（実行）－Check（評価）－Act（改善）） 

 ２ 多様な主体との連携，協働による施策の推進 

   本ビジョンの計画を達成していくため，県の実行体制を充実・強化するとともに，森林法に基づき 

森林所有者等に対する指導・監督を担う地域に密着した市町村や関係機関と密接に連携を図ります。 

また，県民をはじめ，森林所有者，国有林，林業・木材産業等の事業者，ＮＰＯなど，幅広い主体と 

の協力や情報共有のもとに施策の展開を図ります。 
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新みやぎ森林・林業の将来ビジョンの概要（体系図） 

 
 

第１章 新みやぎ森林・林業の将来ビジョン策定に当たって

第１節 策定の趣旨

第２節 ビジョンの位置付け

第３節 ビジョンの性格，計画期間・目標年度

第４節 策定方法

第５節 推進方法

新みやぎ森林・林業の将来ビジョンの推進体制

第２章 森林，林業・木材産業をめぐる情勢と本県の現状

第１節 森林，林業・木材産業に期待される役割

第２節 森林，林業・木材産業をめぐる情勢の変化

第３節 本県森林，林業・木材産業の現状と課題

第４章 政策推進の基本方向と１２の取組

第１節 政策推進の基本方向

第２節 取組体系と１２の取組

政策Ⅰ 林業・木材産業の一層の産業力強化

取組１ 県産木材の生産流通改革

取組２ 県産木材の需要創出とシェア拡大

取組３ 持続可能な林業経営の推進

政策Ⅱ 森林の持つ多面的機能のさらなる発揮

取組４ 資源の循環利用を通じた森林の整備

取組５ 多様性に富む健全な森林づくりの推進

取組６ 自然災害に強い県土の保全対策

政策Ⅲ 森林，林業・木材産業を支える地域や人材の育成

取組７ 持続的成長をけん引する経営体や担い手の育成

取組８ 地域・産業間の連携による地域産業の育成

取組９ 新たな森林，林業・木材産業関連技術の開発・改良

取組10 森林，林業・木材産業に対する県民理解の醸成

政策Ⅳ 東日本大震災からの復興と発展

取組11 海岸防災林の再生と特用林産物の復興

取組12 地域資源をフル活用した震災復興と発展

第５章 重点プロジェクト

第１節 ５つの重点プロジェクト

重点プロジェクト１ 新たな素材需給システムと木材需要創出

重点プロジェクト２ 主伐・再造林による資源の循環利用

重点プロジェクト３ 経営能力の優れた経営者の育成，新規就業者の確保

重点プロジェクト４ 地域・産業間連携による地域資源の活用

重点プロジェクト５ 海岸防災林の活用等による震災の教訓伝承と交流人口の拡大

第３章 本県森林・林業行政の理念

第１節 森林・林業行政の理念

＜森林，林業・木材産業の目指す姿＞

“木を使い・植え・育てる”循環の仕組みが定着し，旺盛な木材需要の下で県産材自給率

が向上 することにより，県内林業・木材産業が活力あふれる循環型産業として成長してい

ます。

また，水源の保全，県土保全や地球温暖化防止など森林の持つ多面的機能が発揮され，

県民 が森や木を身近に感じながら安心して暮らせる宮城が実現しています。

＜森林・林業行政の理念＞

「森林環境の保全」「低炭素社会の構築」「地域経済の発展」

それぞれが共存し，均衡が取れた宮城の森林・林業
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第１節 森林，林業・木材産業に期待される役割 

   

 

  （１）地球規模での環境保全に寄与 

      森林の木々は，地球温暖化の原因となる二酸化炭素を吸収し，幹や枝等に炭素として貯蔵する

ことから，地球温暖化を防止する機能を持っています。また，森林は，地球上の大気循環や水環

境のバランスを保つ上で重要な役割を果たしており，その働きによって，人類をはじめ多種多様

な生物が生きていくことのできる地球環境が維持されています。 

  （２）私たちの安全・安心で快適な生活に寄与 

     森林は，国土の保全，水源のかん養，保健休養・レクリエーションの場の提供のほか，木材や 

    きのこなどの林産物を供給するなど，私たちが安全で安心できる生活や文化を営む上で欠かせな 

    い多様な機能を持っています。 

 

 

 

  （１）森林の多面的機能の持続的発揮に寄与 

      森林から生産される木材は，自然素材として健康的な生活や快適な住環境の形成に寄与してお 

り，加工エネルギーも小さく，再利用が可能な素材です。また，木材の伐採，再造林・森林整備

を繰り返すことにより，継続的に木材を再生産できることから，森林を適正に利用する林業や，

林業によって生産される丸太を様々な木材製品に加工する木材産業は，森林の有する多面的機能

の持続的発揮に寄与しています。 

  （２）木材製品の安定供給に寄与 

          林業・木材産業は，木材等の林産物及び製材品や合板等の木材製品を需要者や消費者のもとに 

安定的に供給する役割を担っています。 

  （３）地域経済の活性化に寄与 

     林業・木材産業は，地域を支える産業として，雇用を創出し，地域経済の活性化に寄与してい 

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 林業・木材産業の役割 

第 2 章 森林，林業・木材産業をめぐる情勢と本県の現状 
 

１ 森林の役割 

 ～森林の持つ多面的機能～ 

森林は様々な働きを通じて県民の生活と経済の発展に寄与しています。これらの働きは「森林の有する多面的機能」と呼ばれています。 

■山地災害防止機能／土壌保全機能・・・樹木の根が土石等を固定することで，土砂の崩壊や雨水等による土壌の侵食や流出を防ぐ機能 

■水源涵（かん）養機能・・・森林土壌が雨水を吸収し，一時的に蓄え徐々に河川に送りだすことで洪水を緩和しながら水質を浄化する機能 

■地球環境保全機能・・・森林の樹木が大気中の二酸化炭素を吸収し，炭素を貯蔵することにより地球温暖化防止にも貢献している機能 

■木材等生産機能・・・木材やきのこ等の林産物を産出する木材等生産機能 

■生物多様性保全機能・・・希少種を含む多様な生物の生育・生息の場を提供する機能 

■文化機能・・・文化価値のある景観や歴史的風致を構成したり，文化財等に必要な用材等を供給したりする機能 

 

このほか，快適な環境の形成，保健・レクリエーション等 

様々な機能があります。また，宮城の海は，森林からの養 

分が川を通じて流れ込むことで豊富な魚介や海藻類が採れ 

ます。こうした森と海の結びつきも森林機能の恩恵といえ 

ます。 

 

（平成 28年度森林・林業白書より一部抜粋） 
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第２節 森林，林業・木材産業をめぐる情勢の変化 

 

 

  （１）「東日本大震災」の発生 

    ① 平成２３年（２０１１年）３月１１日に発生した東日本大震災による大津波により，沿岸部 

に位置する合板工場や製材所等の木材加工施設が軒並み損壊したほか，仙台湾を中心とした海 

岸防災林の多くが流失・倒伏するなど，大きな被害を受けました。 

 

 

 

 

 
 

 

 

   （２）復旧・復興に向けた取組 

    ① 県では，平成２３年に，おおむね１０年間で復興を達成させるとした「宮城県震災復興計画」 

を策定したほか，同年，「森林・林業・サプライチェーンの復興」，「被災した海岸防災林の再 

生と県土保全の推進」などを柱とした「みやぎ森林・林業の震災復興プラン」を策定して，本 

県の森林，林業・木材産業の復興と再生に向けて，関係者が一丸となり取り組んでいます。 

        ②  震災で生産を停止した主要木材加工施設は，平成２４年度末（２０１２年）までに全て復旧 

が完了したほか，県内木材・木製品出荷額は震災前を上回る額まで回復するなど，震災の復興 

需要も追い風となり，木材需要は回復・拡大に至っています。また，被災した防潮堤等の治山・ 

治水施設や海岸防災林については，県営事業のほか，国の直轄事業により順調に復旧が進めら 

れています。 

    ③ 計画では，平成３０～３２年度（２０１８～２０２０年）を，県勢の発展に向けて戦略的に 

取組を推進していく「発展期」として位置づけており，創造的な復興に向けて着実に歩みを続 

けていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

  （３）放射性物質による特用林産物への影響 

    ① 震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により，国の基準値を超える放射性物 

質が検出されたきのこや山菜に対して，出荷制限指示や出荷自粛の措置が講じられたほか，県 

内産のしいたけ原木が汚染により使用できないなどの影響が生じています。 

    ② 県では，出荷前の検査を徹底し，国の基準値を超過するきのこや山菜の流通防止を図るとと 

もに，放射性物質で汚染されたほだ木の撤去集積や，安全な原木の確保と栽培工程管理の指導，

施設栽培への転換などの生産者支援を強化し，早期の生産再開を支援しています。 

 
〔新ビジョンの目指すべき方向〕 

 

 

 

 

 

再生期

H26～H29(年度)

(4年間)

計画期間：１０年間（目標：平成３２年度）

復旧期

H23～H25(年度)

(3年間)

発展期

H30～H32(年度)

(3年間)

復
興
及
び
再
生

宮
城
県
林
業
の

１ 東日本大震災の発生と復旧・復興への取組 

● 被災した治山・治水施設や海岸防災林の早期復旧と計画的管理 

● 特用林産物の生産体制の早期復興 

● 被災地の産業振興・発展に向けた地域産業の創出 

【みやぎ森林・林業の震災復興プラン】 

被災した木材加工施設 被災した防潮堤と海岸林 
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  （１）人口減少，少子・高齢化社会の到来 

    ① 本県の人口は，平成１５年（２００３年）の約２３７万人をピークに減少に転じ，平成２７ 

年（２０１５年）の国勢調査によると約２３３万人となりました。また，５年前の調査と比較 

して総人口に占める生産年齢人口（１５歳～６４歳）の割合が減少する一方，老年人口（６５ 

歳以上）の割合は大きく増加しています。 

    ② 国立社会保障・人口問題研究所の推計によると，日本の総人口は長期にわたって減少が続く 

と予測されており，今後，農山村地域や林業への深刻な影響が懸念されています。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （２）地方創生に向けた取組 

    ① 国では，人口急減・超高齢化という課題を克服し，地域がそれぞれの特徴を活かした自律的 

で持続的な社会を創生できるよう，まち・ひと・しごと創生本部を設置し，地方創生の実現に 

向けて取り組むこととしています。 

    ② 政策の柱の一つに農林水産業の成長産業化を掲げ，林業に関しては，新たな木材需要の創出， 

国産材の安定的・効率的な供給体制の構築により，林業の成長産業化を実現するとしており， 

そのための施策を推進するとしています。 

    ③ 本県では，人口減少などの課題を踏まえ，地方創生の取組を通じて東日本大震災からの創造 

的復興と，宮城の将来ビジョンの実現を加速化するため，平成２７年１０月に「宮城県地方創 

生総合戦略」を策定しました。 

④ この中では，安定した雇用を創出するための林業分野の取組として，効率的な木材生産の推

進や高度な技術を持つ担い手の育成により競争力の強化を図るとともに，木質バイオマス燃料

の安定供給やＣＬＴなど新しい木材利用技術の導入による新たな木材需要の創出に取り組み，

林業の成長産業化を目指すこととしています。 

 

 

〔新ビジョンの目指すべき方向〕 

 

 

 

 

 

 
【用語の説明】 

木質バイオマス：木材からなるバイオマス（化石燃料を除く再生可能な生物資源）のこと。 

ＣＬＴ：一定の寸法に加工されたひき板（ラミナ）を繊維方向が直交するように積層接着した木材製品。ＣＬＴは Cross-

Laminated- Timberの略。 

 

２ 人口減少社会の到来と地方創生の推進 

● 木材の安定供給と森林の持つ多面的機能が持続可能な林業経営の推進 

● 成長産業化による魅力ある林業・木材産業の構築 

● 地域・産業間の連携による地域産業の成長 

年齢（3区分）別人口の割合の推移-宮城県（大正 9年～平成 27年） 

宮城県統計課ホームページより 
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  （１）安全・安心な県土の実現 

    ① 近年，全国的に台風に伴う豪雨等による山地 

災害が頻発しており，本県においても平成２７ 

年（２０１５年）９月に発生した「平成２７年 

９月関東・東北豪雨」により林地崩壊が多数発 

生しました。 

    ② 将来，最大日雨量や最大時間雨量が現在より 

も増加するという予測があり，降雨強度の高まりから，一層の山地災害の増加が予測されてい

ます。国民の安全・安心の確保を第一とした森林の整備・保全，適正な管理がますます重要と

なっています。 

③ また，県内では松くい虫やナラ枯れによる森林被害が多く発生しているほか，ニホンジカの 

 生息域が急速に拡大しており，森林被害対策の推進も求められています。 

 

  （２）地球温暖化防止に向けた森林吸収源機能の強化 

       ① 気候変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）「第５次評価報告書統合報告書」（平成２６年 

（２０１４年）１１月公表）によると，温室効果ガスの濃度は増加しており，気候システムの 

温暖化には疑う余地がないと報告されています。 

  ② 我が国は，「京都議定書」において第２約束期間（平成２５年（２０１３年）から平成３２ 

   年（２０２０年）まで）における温室効果ガスの削減目標を，平成１７年度（２００５年）総 

排出量比３．８％減とすることを表明し，このうち森林の吸収量は３，８００万炭素トン 

（２．７％削減相当）以上を確保するとしています。また，京都議定書対象期間後の法的枠組 

である「パリ協定」により，平成４２年度（２０３０年）までに２０１３年度比で２６％削減 

（※下図参照）し，その内の２，７８０万炭素トン（２．０％削減相当）分を森林吸収源対策 

によって確保することとしています。 

    ③ 森林吸収量の目標を達成するためには，引き続き間伐や主伐後の再造林等の森林整備，木材 

     利用等による森林吸収源対策を着実に実施していくことが主要課題となっています。本県にお 

いては，平成２３年（２０１１年）に導入した「みやぎ環境税」を活用して，間伐や再造林等 

の森林整備事業や県産材の活用促進などに取り組んでおり，平成２７年までの５カ年間で３６． 

４万 t-CO2の二酸化炭素吸収・削減に繋がっています。また，国においても，森林整備等に必 

要な財源に充てるため，森林環境税（仮称）の創設が検討されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 森林機能に対応する社会的ニーズの高まり 

気象庁ホームページより 

 

○温室効果ガス削減目標（2030年度）における森林吸収源対策の位置付け（約束草案）

約10億4,200万t-CO2（注３）

2030年度（目標）

　　　と想定される排出量に相当する分の削減も必要となる。
　 ２：基準年以降に経済成長等により増加すると想定される排出量に相当する分の削減を含まない。
　 ３：基準年排出量より試算。

基準年
排出量

注１：国内排出量の削減には、基準年排出量からの削減（図中の青色部分）のみならず、基準年以降に経済成長等により増加する

削減量
（▲26.0％）

排出量

国内排出量の
削減（注２）

△0.6％

14億800万t-CO2 （注１）

森林吸収源

△23.4％

2013年度

△26.0％

農地土壌炭素吸収源等

△2.0％

（約2,780万t-CO2）

削減量

の内訳
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  （３）県民参加の森林づくり活動などの活発化 

    県内では，企業や団体等による森林づくり活動が盛んに行われているほか，震災後はボランティ 

ア活動による海岸防災林の再生・整備などが増加するなど，多様な主体による森林の整備・保全活 

動が活発化しています。 

 

〔新ビジョンの目指すべき方向〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （１）森林資源を活かした「林業の成長産業化」 

    ① 県内の人工林資源は，戦後植林されたスギを中心として本格的な利用時期を迎えています。 

再生可能で豊富な森林資源を持続的に循環利用し，森林の多面的機能を発揮させつつ，新たな 

木材需要の創出，県産材の安定供給体制の構築を図ることにより，林業の成長産業化を実現す

ることが重要な課題となっています。 

    ② 国は，平成２８年（２０１６年）５月に新たな「森林・林業基本計画」を策定し，平成３７ 

     年（２０２５年）の木材需要量の見通し７千９百万㎥に対する国産材供給量を４千万㎥とする 

     目標を掲げました。計画では，森林・林業をめぐる情勢変化等を踏まえた対応方向として資源 

     の循環利用のほか，木材生産体制の強化や新たな木材需要の創出に向け，地域の創意工夫の下， 

現場の課題解決に取り組み，林業や木材産業の成長産業化を図ることとしています。 

 

〔新ビジョンの目指すべき方向〕 

 

 

 

 

 

 

  （１）木材需要の動向 

① 世界の木材需要は，中国における木材需要の増大等の影響を受けて大きく変化しています。 

世界の木材の消費量は，近年は平成２１年（２００９年）に景気悪化の影響により大きく減少 

した以降は，再び増加傾向にあります。 

② 国内の木材消費量も近年は同様の傾向を示し，木材需要は回復傾向にあります。また，国産 

材供給量は，森林資源の充実や合板原料としてのスギ等の国産材利用の増加等を背景に，平成 

１４年（２００２年）を底として増加傾向にある一方，木材の輸入量は平成８年（１９９６年）

をピークに減少しています。このため，木材自給率は上昇傾向にあり，平成２８年（２０１６

年）は３４．８％となりました。 

③ 県内における木材需要量は，バブル景気崩壊後の景気後退等により長期的に減少傾向となっ 

ていましたが，特に平成２３年（２０１１年）には東日本大震災の発生により大幅に減少しま 

した。震災後は，災害公営住宅や民間復興住宅の建築に伴い，製材品と構造用合板の需要が増 

加したため県産材需要量も増加傾向にありますが，今後は住宅の復興需要が収束に向かうこと 

から，製材・合板用需要の新たな開拓が期待されています。 

 

 

● 県民の安全・安心の確保に向けた自然災害に強い森林の整備・保全 

● 県民のニーズに応じた多様性に富む健全な森林づくりの推進 

● 森林，林業・木材産業に対する県民理解の醸成 

４ 森林資源の充実と林業の成長産業化 

● 成熟した森林資源を「使い，植え，育てる」循環型産業に向けての森林整備 

５ 木材需要の変化と新たな木材利用の創出 
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   （２）国際貿易交渉の動向 

     環太平洋パートナーシップ協定（ＴＰＰ）交渉は，日本のほかマレーシア，ニュージーランド，

カナダなど１２か国が参加し，平成２８年（２０１６年）２月にいったん署名がなされたものの，

米国が離脱したため米国以外の１１か国で再協議を行った結果，平成２９年（２０１７年）１１

月に大筋合意が成立しました。また，日本と欧州連合（ＥＵ）間の経済連携協定（日ＥＵ・ＥＰ

Ａ）交渉は，平成２９年７月に大枠合意に至りました。 

     これらの交渉の結果，林産物の関税が撤廃されると，輸入品との競合により国産合板や製材品，  

ＣＬＴ等の価格下落や需要減少が懸念され，長期的には森林整備の停滞も危惧されることから， 

生産性向上等の体質強化を図ることが必要です。 

 

（３）新たな木材利用の創出 

     ① 欧米において，中高層階マンションや中・大規模の商業施設・公共施設を中心に普及が進む

ＣＬＴについては，平成２８年に国土交通省がＣＬＴ工法に関する基準強度や構造計算方法

などに関する告示を行い，国内でのＣＬＴ工法の一般化に向けて大きく前進しました。県内

においては，平成２８年２月に「宮城県ＣＬＴ等普及推進協議会」が設立され，ＣＬＴの用途

開発や普及に取り組んでいるほか，同年６月には，石巻地区の合板製造工場にＪＡＳ認定を

受けたＣＬＴ製造設備が導入され，県内でＣＬＴ生産が可能になりました。今後，県産ＣＬ

Ｔの利用拡大による県産木材の需要拡大が期待されています。 

② 再生可能エネルギー固定価格買取制度（ＦＩＴ）の導入により，東北各県に木質バイオマ 

 ス発電所の建設が進められており，本県においても，気仙沼地区の発電プラントが稼働した 

ほか，石巻地区においても間伐材等と石炭を混焼する発電プラントが建設中であり，新たな 

需要先となる木質バイオマス発電所向けの燃料用チップは大幅な増加が見込まれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 
〔新ビジョンの目指すべき方向〕 

 

 

 

 
 

 

 

 

【用語の説明】 

ＪＡＳ：日本農林規格等に関する法律（ＪＡＳ法）に基づく「ＪＡＳ規格」のこと。 

再生可能エネルギー：「太陽光」「風力」「水力」「地熱」「バイオマス」など自然の力で補充されるエネルギー。 

固定買取価格制度（ＦＩＴ）：再生可能エネルギーで発電した電気を、電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束す 

る制度。ＦＩＴは Feed-in Tarif（エネルギーの買取価格）の略。 

 

● 本県の旺盛な木材需要を活かした県産材の利用推進 

● 新たな木材利用技術等による県産材のシェア拡大 

木材需要の拡大が期待されるＣＬＴ 木質バイオマスのチップ化 
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第３節 本県森林，林業・木材産業の現状と課題 

１ 森林資源と森林整備 

～森林資源は成熟し利用可能な段階，再造林や森林整備は低迷～ 

 

（１） 本県の森林面積は約４１万８千 haで，県土面積の５７％を占めています。荒廃した県土の 

   緑化や拡大する木材需要に応えるため，昭和２０年代から４０年代にかけて積極的に植林が進 

められた結果，民有林では収穫の目安となる４１年生以上が約７割を占めるほか，蓄積量は昭 

和４０年（１９６５年）当時から約５．４倍に増加し，年間約１００万㎥の新たな成長量が毎 

年ストックされるなど，本格的な利用が可能な段階となっています。 

 

― 資源の内容 ― 

 

 

 資料：宮城県資料（数値は平成 27年（2015年）3月現在） 
            注：１）国有林は林野庁所管以外のものを除いた数値。民有林は平成 27年度に樹立・変更した地域森林計画の数値。 

２）人工林は植林などの人手によって成立した森林。天然生林等は主として自然の力で成立した森林。なお，竹林 

及び伐採跡地等未立木地の面積を天然生林と合わせて計上している。 
              ３）森林蓄積とは，森林を構成する木の体積の総数。  

 

― 人工林の林齢別面積 ― 

 

 

資料：宮城県資料（数値は平成 27年 3月現在） 
 

― 人工林の成熟見通し － 

 

 
注１）宮城県「地域森林計画書」（平成 27年 3月），東北森林管理局「国有林の地域別森林計画書」 

                  （宮城北部：平成 26年（2014年）3月，宮城南部：平成 28年（2016年）3月）から作成。 
                 ２）平成 32年（2020年）度及び平成 36年（2024年）度の数値は，今後 5年及び 10年で 41年生以上 

の人工林面積 

構成比 100% 53% 47% 100% 73% 27%

構成比 100% 35% 65% 100% 42% 58%

構成比 100% 48% 52% 100% 65% 35%

12,264

28,890

総数 人工林 天然生林等 総数 人工林 天然生林等

60,900

21,30482

215 82,204

44,274

9,040

53,314

国有林

計

286

126

412

44

197

区分
森林面積　（千ha） 森林蓄積　（千ｍ3）

民有林 153 16,626133

1 1 2 3 4 
6 

9 
12 

19 
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19 

11 

2 2 2 3 

1 1 1 2 2 4 
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13 
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21 

13 

8 

2 2 1 
3 

0
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35

千ha

人工林の林齢別面積

人工林

うちスギ

平成２７年度
比率（B／A） 比率（B／A） 比率（B／A）

民有林 153 115 75% 127 83% 136 89%

国有林 44 28 64% 34 77% 39 89%

計 197 143 73% 161 82% 176 89%

平成３６年度
（千ha）

うち収穫可能（４１年生以上）面積（B）
区分

人工林面積
（Ａ）

（千ha）
現在

（千ha）
平成３２年度

（千ha）
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― 森林蓄積の増加状況（民有林） ― 

                                                   

 

資料：宮城県資料  

  （２） 一方，素材生産量は５８万６千㎥（平成２８年次）と，民有林の年間成長量の半分程度に止

まっているほか，東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所事故による放射性物質の影響で，広

葉樹林の伐採が進まない状況にあり，高齢・大径化することで萌芽による再生力が低下するとと

もに，ナラ枯れ被害が発生しやすい状況にあります。 

  （３） 充実してきた森林資源は「使う→植える→育てる→使う」という循環利用を図ることが重要

な課題となっていますが，森林所有者の経営意欲の低下から，伐採後に植栽されない造林未済地

が増加しつつあり，土砂流出防備等の公益的機能の低下が懸念されるとともに，将来的に活用で

きる森林資源が著しく減少していくおそれがあります。 

  （４） また，良質な木材の生産はもとより，地球温暖化防止機能などの森林の多面的機能の発揮を

確保するためには，引き続き間伐などの適切な森林整備を進めていくことが必要となりますが，

震災復興事業による作業員不足や経営意欲の低下などにより近年の間伐面積は低迷し，目標面

積の半分程度に止まっています。 

 

― 近年の民有林における森林整備状況 ― 

 

 

資料：宮城県資料  

 

〔課 題〕 
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● 県産材の安定供給体制の構築 

● 資源の循環利用に向けた再造林の低コスト化，早生樹等の導入検討 

● 集約化施業等による森林整備の低コスト化 

● 林地集積や公的関与の森林整備による管理放棄森林対策の検討  
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 ２ 林業経営基盤の状況 

   ～森林所有者の森林経営意欲が低下～ 

 
（１） 本県の森林保有形態は，所有面積３ha未満の林家数が全体の６割を占めるなど，小規模で分 

散しており，個々の森林所有者が単独で効率的な森林施業を実施することが難しい状況にあり 

ます。 

（２） また，森林所有者の収入に当たる山元立木価格は，昭和５５年（１９８０年）をピークに長期 

的には減少を続けており，県内におけるスギの山元立木価格は，近年は３，０００円／㎥程度 

と低迷しています。 

 

－ 県内スギ立木価格（山元立木価格）と作業員賃金の推移 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
資料：林野庁「森林・林業統計要覧」 

              注：１）山元立木価格とは，市場での丸太価格からそこまでに要した生産費などを差し引いたもので，森林所有 

者の立木販売価格に当たる。 
                 ２）賃金は木材の伐採・搬出業に従事するものの平均賃金。 

（３）  森林所有者の森林経営意欲の減退が進むとともに，森林所有者の高齢化や不在村化の進行な

どにより管理放棄される森林や，相続に伴う所有権の移転等による所有者や境界が不明な森林

が増加しており，それらの森林を中心に公益的機能の悪化が懸念されています。 

  （４） 国では，自然的，社会的条件から森林所有者等による自発的な施業が進まない森林を対象に，

公的主体が関与した森林整備について検討されている中で，県内では，一部の森林組合が，森林

の管理が困難となった森林所有者の山林管理を所有者の負担なしで行っている事例が見られま

す。また，高齢化等で管理できなくなった山林を地元自治体に寄付したいという申し出が一部の

市町村で増加しているほか，企業や林業事業体による林業経営に向けた林地取得の事例も見ら

れます。 

 

 

 
〔課 題〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 森林経営計画策定による森林施業の集約化促進 

● 森林所有者の特定や境界の明確化の推進 

● 森林施業協定締結や新たな管理主体への所有権移転など，持続的に森林経営が可能となる仕 

組みの検討 
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 ３ 県産材の需要・生産・加工関係 

   ～素材需要ニーズは多様化，需要動向を見据えた取組が必要～ 

 

（１） 本県は，東北地方最大の消費地仙台を擁し，石巻地区の国内最大級規模の合板工場群や登米

市津山地区のスギ製材産地，大規模な製紙工場の立地などにより全国屈指の木材需要量がある

ことから，県産材の多様な利用を促進できる好条件にあります。 

  （２） 震災後，復興需要により製材・合板分野の需要は増加傾向にあり，県産材の利用も増加して

いるものの，将来的には住宅用木材の需要減少が見込まれており，中堅製材工場等を中心に経営

環境がより厳しくなることが予想されています。 

 

－ 本県の素材（丸太）需要量の推移 － 

  

 
資料：宮城県「宮城県の木材需給とその動向」  

 

－ 本県の素材（丸太）生産量の推移 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    資料：宮城県「宮城県の木材需給とその動向」   

 

（３） 製材分野においては，平成２８年度（２０１６年）に県内の３つの大規模製材工場で新・増 

設が行われ原木消費量も増加しています。いずれの工場も，原木の形状等を自動で読み取る無 

人製材機を導入しており，製材効率と製材品質の向上が図られています。 

  （４） 品質・性能が認証された製材品である「優良みやぎ材」の取組は，県内における乾燥材の普

及と県産製材品シェアの拡大に寄与していますが，住宅の耐震性に対するニーズの高まりを背
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景に強度性能が明確な木材製品が求められており，ＪＡＳへの対応やＪＡＳ認定工場となるこ

とが求められています。 

  （５） 合板分野においては，住宅需要の減少を見据え，構造用合板主体から，型枠用合板，フロア

台板，ＬＶＬなど多品目生産への転換が進められています。これまで，構造用合板は県内の主伐

による出材量の約６割を占めるＢ材の主な利用先となっていたことから，県産材シェア拡大の

ためには，スギＢ材の用途開発が必要となっています。 

  （６） 合板工場や製材工場向けの原木流通は，伐採現場からの直送が主流となっていますが，製材

工場への無人製材機の導入や合板工場の生産転換により，工場側が要求する原木の規格等が細

分化・厳格化してきており，各素材生産事業体毎の小ロットの直送流通では安定供給が難しくな

ってきています。 

  （７） 県産材の需要拡大に向けた動きとして，「宮城県ＣＬＴ等普及推進協議会」を核としたＣＬ

Ｔの普及に向けた取組が活発化しているほか，再生可能エネルギー固定価格買取制度（ＦＩＴ）

を背景に，木質バイオマス発電施設の新設や，新設に向けた相談が増加しています。また，セル

ロースナノファイバー（ＣＮＦ）の量産工場が稼働し，スギ低質材の新規需要として期待されて

います。 

 

 
〔課 題〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【用語の説明】 

ＬＶＬ：木材を薄く剝いだ単板を３枚以上，繊維方向が平行になるよう積層接着した木材製品。ＬＶＬは Laminated Veneer 

Lumberの略。 

 Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ材：Ａ材は主に柱や板を取るための製材用として使用され，通直な原木のこと。Ｂ材は主に合板用や集成材 

用として使用される原木のこと。Ｃ材は主にチップ・パルプ用として使用される低質材のこと。Ｄ材は 

林内から搬出されない枝条や端材のこと。 

 セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）：木材等の植物細胞壁成分であるセルロース（繊維素）をナノレベルまでほぐしたも 

の。ＣＮＦは Cellulose Nanofiberの略。 

 

● 木材需要先のニーズに対応した質と量の木材を安定的に供給する体制の構築 

● 木材供給量の拡大に向けた生産基盤（高性能林業機械・路網）の整備・更新 

● 燃料用木質チップ等の生産・供給体制の構築 

● 未利用広葉樹の用材・燃料利用の促進，安定供給体制の構築 

● 合板工場の生産品目転換におけるスギ需要量の維持，Ｂ材の新たな用途開発 

● ＣＬＴの普及に向けた設計・施工ノウハウの蓄積やＣＬＴ製造価格の低減 

● 木材利用拡大に向けた取組の強化 
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 ４ 特用林産等森林資源の活用 

   ～きのこ生産は震災による風評被害などにより厳しい環境～ 

 

（１） きのこ類の国産志向の定着や健康志向を反映して，本県における栽培きのこ類の産出額は平成 

２２年（２０１０年）には約４０億円に達しましたが，東日本大震災による地震被害や福島第一 

原子力発電所事故に伴う放射能の影響により，平成２３年（２０１１年）には約２５億円に落ち  

込みました。 

（２） 地震により被害を受けた生産者のうち，生産再開を希望した生産者の施設は復旧がほぼ完了し 

たものの，放射性物質汚染による風評被害等の影響により，従来の販路を回復していない生産者 

も多く，平成２７年（２０１５年）の出荷額は約３６億円と，未だ震災前の水準には至っていま 

せん。 

 

－ 本県の林業産出額 － 

 

 

 
資料：農林水産省「生産林業所得統計報告書」 

（３）  特用林産物の生産は農山村地域における就労の場の確保に大きな役割を果たしているものの， 

   生産者の高齢化や生産施設の老朽化のほか，生産規模が零細かつ分散しており大口需要に応えら 

   れないなどの課題への対応が求められています。 

（４） スギ矢羽根の木工品を目玉にした登米市「もくもくランド」を皮切りに，県内各地にきのこ類 

   等の特用林産物の販売を行う交流拠点が整備されています。加美町の薬莱地区では，特用林産物 

   等の販売に加え，山菜収穫体験や野外滞在等の森林を多角的に活用した観光事業が展開されてい 
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S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H24 H25 H26 H27

針葉樹 81.77 111.07 51.28 55.75 53.80 39.90 40.80 29.90 28.20 31.00 41.30 41.20

スギ 52.68 77.91 36.96 43.32 42.95 31.30 33.00 27.10 24.60 28.10 36.60 37.20

ヒノキ 5.28 8.06 3.73 2.77 1.62 0.70 0.40 0.20 0.20 0.10 0.10 0.40

マツ類 21.90 22.41 8.84 8.51 8.14 7.70 7.00 2.40 3.10 2.70 4.10 3.30

その他 1.91 2.69 1.75 1.15 1.09 0.20 0.40 0.20 0.20 0.10 0.50 0.30

広葉樹 19.66 38.75 36.73 30.88 10.81 9.90 6.20 5.30 3.70 4.40 2.90 3.10

竹　林 1.88 1.57 1.02 1.07 0.39 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.10

103.31 151.38 89.03 87.70 65.00 49.90 47.00 35.20 32.00 35.50 44.40 44.40合　計

区　　分

栽培きのこ類生産部門の産出額 （単位：億円）

S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17 H22 H24 H25 H26 H27

生しいたけ 6.58 13.74 14.60 17.02 7.87 6.10 7.40 9.60 6.20 8.00 8.70 9.60

乾しいたけ 0.57 1.44 3.70 3.85 2.11 1.20 0.70 1.00 0.10 0.20 - 0.10

なめこ 2.90 5.03 2.84 4.73 4.64 4.40 3.60 2.30 1.60 1.90 1.80 1.80

えのきだけ 0.83 4.87 5.81 5.40 3.40 5.20 4.00 4.90 4.50 4.40

ぶなしめじ 19.50 17.50 20.50 15.90 18.10 18.60 19.00

その他のきのこ 2.20 3.50 1.70 1.00 1.10 1.20 1.10

11.73 23.36 26.99 34.96 24.08 38.80 36.00 40.30 28.80 34.20 34.80 36.00

4.49 3.64
5.85

区　　分

合　計

0.85
3.15
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ます。また，南三陸町では，町内の森林所有者等が連携して県内初となるＦＳＣ森林認証を取得

し，役場庁舎の再建へ認証木材が活用されたほか，「森・川・里・海連携」のストーリーとともに

地域材のブランド力を高める取組を行っており，消費者の選択的購入による利益の山元還元や，

森林資源を活かした地域産業振興方策の一つとして期待されています。 

 

 

〔課 題〕 

 

 

 

 

 
 
５ 森林の保全・保護 

   ～山地災害への備えから高まる森林保全・保護の重要性～ 

 

（１） 国及び県は，水源のかん養や山地災害の防止等で特に重要な役割を果たしている森林を保安林 

に指定し，伐採等の制限を行いながら管理をしています。本県の民有林における保安林面積は 

６７，２０３haで，民有林全体の約２３％の割合となっています。 

－ 本県の保安林面積 － 

 

 
資料：宮城県資料（平成 29年 3月 31日現在） 

 注：計の欄は四捨五入により一致しない。  

 

（２） 東日本大震災発生後は，震災被害箇所への対応を最優先に行っている状況ですが，近年，全国 

的に豪雨等による山地災害が頻発していることから，被害の未然防止に向け，保安林の拡充整備， 

治山事業を推進していくことが重要となっています。 

 （３） 東日本大震災発生後，被災した公共土木施設の復旧やまちづくり等に伴う盛土工事に向けた土 

石採取や，再生可能エネルギー固定価格買取制度（ＦＩＴ）の導入による太陽光発電施設の設置 

増加に伴い，山林を伐採・開発する箇所やその面積が大幅に増加しています。 

（４） 松くい虫被害は，平成８年度（１９９６年）をピークに減少傾向にありましたが，東日本大震 

災の影響により薬剤の空中散布を一時中断したことなどが影響して平成２４年度（２０１２年）

から増加に転じました。このため，平成２５年度（２０１３年）からは薬剤の空中散布を再開す

るとともに防除対策を強化した結果，近年は再び減少傾向にあります。 

 

 

【用語の説明】 

 ＦＳＣ（森林管理協議会）：Forest Stewardship Councilの略語。 森林管理協議会 

森林認証（制度）：第三者機関が，森林経営の持続性や環境保全への配慮など一定の基準を満たす森林や木材の流通加工

業者を審査，認証し，そこから生産・加工された木材や木製品に認証機関ごとの独自のマークを付け

て，区分する制度。 

森林認証は，森林を対象としたＦＭ認証（森林管理），木材の流通・加工業者を対象としたＣｏＣ認証 

（流通・加工）２つの認証がある。 

51,505 10,640 151 516 58 9 528 1,894 1 29 9 998 3 290 572 67,203

104,094 8,387 160 9 0 0 616 1,359 57 0 0 83 0 379 30 115,174

155,599 19,027 310 525 58 9 1,143 3,253 59 29 9 1,081 3 669 602 182,376

国有林(ha)

計(ha)

防火 魚つき
航行

目標
区分

水源の

かん養

土砂流

出防備
計防風

水害

防備

潮害

防備

干害

防備

なだれ防

止

落石

防止

土砂崩壊

防備

飛砂

防備

民有林(ha)

保健 風致

 

● 産業間・産地間連携等による特用林産物の販路拡大と供給力の強化 

● 豊富な森林資源の多様な活用 

● 森林認証の認知度向上，認証面積拡大 
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－ 松くい虫被害量の推移 － 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（５）  ナラ枯れ被害は，平成２１年（２００９年）に大崎市鳴子温泉で初めて確認されて以降増加傾 

向にあります。丸森町で大きな被害が発生しているほか，沿岸地域の市町でも被害が確認される 

など，拡大・拡散傾向にあります。 

 （６） ニホンジカによる植栽木の食害が牡鹿半島を中心に発生しているほか，ツキノワグマによるク 

マ剥ぎ被害が大和町等で顕在化しています。また，林野火災については毎年県内いずれかの地域 

において発生する状況となっています。 

（７） 県内においては県民，ＮＰＯ，企業等による森林の整備・保全活動が活発化しており，被災し

た海岸防災林の復旧活動や県有林をフィールドとした森林づくり活動等が行われているほか，ボ

ランティアによる保安林等への森林巡視活動が行われています。 

 

 

〔課 題〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 山地災害危険地区など防災上必要な森林の積極的な保安林指定及び計画的な整備 

● 既存治山施設の計画的かつ効果的な維持管理と機能強化 

● 林地開発制度の適正な運用，違反行為の未然防止・早期発見 

● 重要松林を中心とした総合的な松くい虫防除対策の推進 

● ナラ枯れ被害対策の重点化，自然保護施策との連携による獣害対策の推進 

● 企業や県民参加による森林づくり・保全活動の促進 

資料：宮城県資料 
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６ 林業の担い手関係 

   ～森林所有者の森林管理・経営意欲の減退から林業事業体の役割が高まる一方， 

林業就業者が減少～ 

 

 （１） 県内で林業の作業受託を行う経営体数は１３２事業体で，その内訳は，森林組合が１６組合（構 

成比１２％），民間会社が２９事業体（２２％），その他法人等が６事業体（５％），個人等は 

８１事業体（６１％）となっています。（２０１０年世界農林業センサス） 

（２） 近年，森林所有者の高齢化や不在村所有者の増加が一層深刻化してきており，地域における森 

林管理を効率的に実施できる担い手として，森林組合が果たすべき役割はこれまで以上に大きく 

なってきていることから，森林組合の組織体制の強化と財務基盤の充実が求められています。 

（３） 林業事業体による県産材(丸太)生産量は，リーマンショックによる景気減退と，それに続く東 

日本大震災の影響により大きく減少しましたが，震災後は，沿岸部の合板工場等の再建によるサ 

プライチェーンの早期回復や復興需要により再び増加しています。なお，平成２６年（２０１４ 

年）の生産量割合は森林組合が３割，民間事業体が７割程度となっています。 

  （４） 提案型集約化施業の実施による生産性の向上に向け，林業事業体における森林施業プランナー 

の育成が進められていますが，本県の認定者数は１９名（平成２８年（２０１６年））と東北６ 

県では最下位となっています。 

（５） 県内の林業就業者数は，平成２７年（２０１５年）国勢調査速報値によると１，４３８人と， 

前回の平成２２年（２０１０年）調査から５．３％増加しましたが，そのうち５０歳以上が約 

５４％を占めるなど，全体的に高齢化の解消には至っておりません。 

一方，全国の林業従事者数は４．７６万人となっており，前回の平成２２年調査から７％減少 

しました。内訳を見ると，素材生産関連の伐木・造材・集材事業者は前回調査比で１８．２％増 

の２．２３万人となったのに対し，造林・育林関係の従事者は，同２８．５％減の１．９６万人 

となりました。造林・育林作業は，夏場の下刈りなど過酷な労働が多く，今後も従事者の維持・ 

確保が困難になることが予想されています。 

 

－ 林業就業者の推移 － 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省「国勢調査」 

※ 平成 22年度から集計方法が変更されたため，平成 17年度以降の調査結果との連続性はない。 

 

（６） 県内の新規就業者数は，東日本大震災以降，毎年４９～７８名で推移しています。このうち，

国による「緑の雇用」研修によるものが約半数と，大きなウエイトを占めています。 

同研修では，現場技能を段階的かつ体系的に習得できるプログラムが準備されており，１年後 

の定着率も８～９割程度と，高い水準になっています。 
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－ 新規就業者の推移 － 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：宮城県資料 ※定着率は１年後の状況 

 

  （７） 県内では，森林所有者自らが，里山の森林資源を利活用し，地域の木質バイオマス発電施設の 

燃料などとして供給する取組が行われており，地域活性化の観点からも注目されています。こう 

した取組は，今後，従来の自営的な活動を行う主体から,経営理念を持って起業を行う主体になり 

うると期待されています。 

 

 

〔課 題〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【用語の説明】 

森林施業プランナー:森林所有者に対して，施業の方針や事業を実施した場合の収支を明らかにした「施業提案書」を提出 

して，施業の実施を働きかける「提案型集約化施業」により，施業集約化の推進を担う者。 

 ＵＩＪターン：移住の形態を示すＵターン，Ｉターン，Ｊターンの略。 

Ｕターンとは， 故郷から他地域へ移住したあと，再び故郷へ移住すること。 

Ｉターンとは， 故郷から他地域へ移住すること。 

Ｊターンとは， 故郷から他地域へ移住したあと，故郷にほど近い別の地域へ移住すること。 

 

● 森林組合や林業事業体の経営基盤強化 

● 経営感覚に優れた高い経営力を有した経営者の育成 

● 提案型集約化施業を進める森林施業プランナーの育成 

● 新規参入者の確保とその育成 

● 蓄積された技術・ノウハウの伝承と高度な技術を有する就業者の確保 

● ＵＩＪターン者など多様な担い手の確保 

● 自営的に活動する森林所有者のスキルアップや活動の場の確保，起業に向けた支援 

69
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７ 東日本大震災からの復興と発展 

   ～海岸防災林の復旧は進むが維持・管理体制の構築が課題，きのこ等生産は出荷制限

継続や原木汚染により影響が継続～ 

 

 （１） 被災した治山施設については，災害復旧事業の対象となる２０施設のうち，１９施設の復旧工 

事に着手しており，１３施設が完成（平成２９年（２０１７年）３月末現在）しました。また，海 

岸防災林は，被災した民有林約７５０haのうち，５９９haで植生基盤造成工事に着手し，そのう 

ち２６３ha（平成２９年１１月末現在）が植栽まで完了するなど，再生に向けた取組は概ね順調 

に進んでいます。 

（２） 引き続き，早期の植栽完了を目指すとともに，海岸防災林の機能発揮に向け，植栽木の保育・

管理の徹底が求められていますが，これまで海岸林の保護を行ってきた地元住民が組織する海岸

林保護組合は，震災時の避難や集団移転により分散し事実上解散状態にあることなどから，従来

の「地域住民による海岸林の保護」が困難になっています。 

 （３） 東京電力福島第一原子力発電所事故の影響で，国の基準値を超える放射性物質が検出された特 

用林産物について，引き続き出荷制限指示が出されているほか，出荷自粛の措置が講じられてい 

ます。また，県内産のしいたけ原木が汚染により使用できないなどの影響が生じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （４） 県では出荷前の検査を徹底し，国の基準値を超過するきのこや山菜の流通防止を図るとともに， 

出荷制限及び出荷自粛の解除に必要なデータの集積や，安全な生産に必要な栽培工程管理等を実 

施した結果，一部品目について出荷制限及び出荷自粛が解除されました。 

 （５） 引き続き，出荷前の放射性物質検査を徹底し，安全・安心な特用林産物の供給に努めるととも 

に，生産者が生産から販売まで安心して経営の再開等に取り組めるよう，支援を継続していくこ 

とが求められています。 

 （６） 被災地においては，地域の森林資源を活用して，地域産業の復興・発展を後押しする取組が続 

けられており，地域の雇用創出や活性化方策の一つとして期待されています。 

 
 

〔課 題〕 

 

 

 

 

● 震災被災箇所の復旧工事の早期完了 

● 海岸防災林機能の早期発揮に向けた維持・管理手法の構築 

● 出荷制限及び出荷自粛の早期解除に向けた取組 

● 県内産しいたけ原木確保に向けた対策 

● 被災地の産業復興・発展につながる新たな事業の創出 

林産物の出荷制限及び自粛の状況 平成29年10月現在

区分 品目 市町村数 市町村名

原木しいたけ（露地） 21

仙台市，石巻市，気仙沼市，白石市，名取市，角田市，登米市，栗原市，東松島市，大
崎市，富谷市，蔵王町，七ヶ宿町，村田町，川崎町，丸森町，大和町，大衡村，色麻
町，加美町，南三陸町

たけのこ 3
丸森町(旧丸森町，旧耕野村，旧小斎村を除く)，栗原市（旧築館町，旧若柳町，旧高清
水町，旧瀬峰町，旧志波姫町を除く），大崎市（旧三本木町に限る）

こしあぶら 7 七ヶ宿町，大和町，大崎市，栗原市，登米市，気仙沼市，南三陸町

ぜんまい 3 丸森町，大崎市，気仙沼市

こごみ 1 栗原市

たらのめ(野生) 3 大崎市，栗原市，気仙沼市

野生きのこ 4 大崎市，栗原市，仙台市，村田町

出荷自粛

出荷制限

わらび（大崎市），原木むきたけ（栗原市），原木しいたけ（施設）（大衡村），原木なめこ（気仙沼市）
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第１節 森林・林業行政の理念 

本県の成熟した森林資源や旺盛な木材需要を有するといった現状のほか，森林の多面的機能の高

度発揮による県民の安全・安心な暮らしの実現などの課題を踏まえ，森林，林業・木材産業の目指

す姿と，その将来像を実現のものとするための森林・林業行政の理念を次のとおり掲げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 章 本県森林・林業行政の理念 

木材の循環利用

環 境 循 環

地域・人の循環

木を使う

川 下 川 中

川 上

木を育て木を植え

消 費 者

＜森林，林業・木材産業の目指す姿＞

“木を使い・植え・育てる”循環の仕組みが定着し，旺盛な木材需要の下で県産材自給率が向

上することにより，県内林業・木材産業が活力あふれる循環型産業として成長しています。

また，水源の保全，県土保全や地球温暖化防止など森林の持つ多面的機能が発揮され，県民

が森や木を身近に感じながら安心して暮らせる宮城が実現しています。
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均衡が取れた宮城の森林・林業
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第１節 政策推進の基本方向 

 本県森林，林業・木材産業の情勢及び現状を踏まえ，目指す姿を実現するために，以下の４つの政策

推進の基本方向に沿って取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  我が県の森林は，戦後植林されたスギを中心に成熟し，民有林では収穫の目安となる４１年生以上の

人工林が約７割を占めるほか，年間約１００万㎥の成長量がストックされるなど，本格的な利用期を迎

えています。また，本県は東北地方最大の消費地仙台を擁しているほか，全国有数の生産規模を誇る合

板工場群の立地や，大型製材工場の新設などにより生み出される，豊富な木材需要を有しています。我

が県が持つこれらのポテンシャルを最大限に活かし，県産木材の生産流通改革や新たな需要創出のほか，

持続可能な林業経営の推進に取り組み，林業・木材産業のより一層の産業力強化を図ります。 

 

 

 

  森林は，木材などの林産物の供給，水源のかん養，県土の保全，地球温暖化の防止など，私たちの生

活に欠かすことのできない多くの役割を果たしています。これら森林の持つ多面的機能をより一層発揮

させるため，「木を使い，植え，育てる」という森林資源の循環利用を通じた森林の整備をしっかり進

めるほか，県民参加型の森林づくり活動の支援や健全な森林を維持するため森林病虫獣害の防除などに

よる，多様性に富む健全な森林づくりの推進，治山対策や適切な保安林・林地開発制度の運用などによ

る自然災害に強い県土の保全対策に取り組みます。 

 

 

 

  林業・木材産業の産業力強化と森林の多面的機能発揮を図るためには，これらを支える地域や人材の

育成を欠かすことはできません。このため，経営感覚に優れ，林業・木材産業の持続的成長をけん引で

きる経営者や，伐木・造材及び伐採後の再造林や保育等を担う林業従事者の育成を図るほか，地域間や

産業間の連携により，新しいものづくりや地域産業の育成に取り組みます。また，新たな森林，林業・

木材産業関連技術の開発・改良，森林環境教育を通じて森林の保全や循環型産業としての林業・木材産

業の重要性に対する県民理解の醸成に取り組みます。 

 

 

 

  平成２３年に発生した東日本大震災で被災した本県の森林，林業・木材産業の復興に向け，関係者が 

一丸となって取り組んでいるところであり，引き続き，創造的な復興に向けて着実に歩みを続けていく 

第 4 章 政策推進の基本方向と１ ２ の取組 

 

政策Ⅰ 林業・木材産業の一層の産業力強化 

政策Ⅱ 森林の持つ多面的機能のさらなる発揮 

政策Ⅲ 森林，林業・木材産業を支える地域や人材の育成 

政策Ⅳ 東日本大震災からの復興と発展 

基 本 方 向 

林業・木材産業の一層の産業力強化 政策Ⅰ 

森林の持つ多面的機能のさらなる発揮 政策Ⅱ 

森林，林業・木材産業を支える地域や人材の育成 政策Ⅲ 

東日本大震災からの復興と発展 政策Ⅳ 
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必要があります。このうち，海岸防災林の再生については，植栽したクロマツ等が健全に生育するよう 

計画的な保育・管理に取り組むほか，特用林産物の復興に向け，福島第一原子力発電所事故に伴う出荷 

制限の解除や，原木しいたけ等の生産回復などに取り組みます。また，地域の森林資源をはじめ，自然・ 

景観・歴史などの地域資源を最大限に活用するほか，震災を契機に絆が生まれた都市と農山地域との交 

流などによる地域産業の活性化や魅力ある地域づくりなどに取り組みます。 

 

第２節 取組体系と１２の取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政策Ⅰ 

林業・木材産業の一層の産業力強化 

県産木材の生産流通改革 取組１ 

県産木材の需要創出とシェア拡大 取組２ 

持続可能な林業経営の推進 取組３ 

政策Ⅱ 

森林の持つ多面的機能のさらなる発揮 

資源の循環利用を通じた森林の整備 取組４ 

多様性に富む健全な森林づくりの推進 取組５ 

自然災害に強い県土の保全対策 取組６ 

政策Ⅲ 

森林，林業・木材産業を支える地域や人材の育成 

持続的成長をけん引する経営体や担い手の育成 取組７ 

地域・産業間の連携による地域産業の育成 取組８ 

新たな森林，林業・木材産業関連技術の開発・改良 取組９ 

森林，林業・木材産業に対する県民理解の醸成 取組 10 

政策Ⅳ 

東日本大震災からの復興と発展 

海岸防災林の再生と特用林産物の復興 取組 11 

地域資源をフル活用した震災復興と発展 取組 12 

取 組 体 系 
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【用語の説明】 

林      道：原則として不特定多数の人が利用する恒久的公共施設であり，森林整備や木材生産を進める上での幹線とな

る道。 

 林業専用道：主として特定の者が森林施業のために利用する恒久的公共施設であり,幹線となる林道を補完し，森林作業道 

と組み合わせて，森林施業の用に供する道。 

 林内路網：森林の区域内において，林道などの道路が網の目のように敷設されていること。 

 集約化施業：隣接する複数の所有者の森林をまとめて，路網整備や間伐等の森林施業を一体的に実施すること。 

 ＩＣＴ(情報通信技術)：情報通信に関する技術の総称。ICTは，Information and Communication Technology の略語。 

県産木材の生産流通改革 

林業・木材産業の一層の産業力強化 政策Ⅰ 

取組１ 

 

 

➊ 隣接する複数の所有者の森林を取りまとめ，路網整備や間伐等の森林施業を一体的に実施する

「森林施業の集約化」が進み，林業生産性の向上が図られています。 

➋ 林内には林道・林業専用道を核とした路網が適正に配置され，高性能林業機械を活用した効率的

な作業システムにより生産性が向上し，丸太の生産量が拡大しています。 

➌ 川下側のユーザーが求める丸太の品質，規格等の情報が川上側の素材生産業者にタイムリーに

伝達されることにより，素材需給調整や素材流通の合理化が進み，素材生産の効率化と原木の適

正な価格維持が図られ，山元への利益還元が実現する体制が構築されています。 

➍ 新たな生産流通の構築により，近隣県との木材流通の連携が図られ，東北全体の競争力が強化

されています。 

 

目指す姿 

 

 

① 素材生産性を向上させる林業基盤の整備と人材の育成〔関連：重点プロジェクト１・３〕 

○ 林内路網の整備，高性能林業機械の新規導入等に対する支援 

○ 森林施業の集約化を推進する森林施業プランナーの育成支援 

○ 効率的な生産技術や高度な路網作設技術を持つ担い手の育成支援 

 ○ 合理的な原木流通をコーディネートする事業体の育成支援 

② ＩＣＴを活用した木材需給システムの構築〔関連：重点プロジェクト１〕 

○ 素材生産現場の木材生産状況把握や量産工場等の需要変動に即応する丸太需給システムの構

築 

○ 製材，合板，バイオマス等，それぞれのユーザーが求める丸太の品質・規格と素材生産事業 

者が生産する丸太のマッチングを図る仕組みの構築や施設の設置 

○ 川下ユーザーが求める品質・規格等の丸太生産に向け，国有林野事業とも連携した検討会の 

実施 

目指す姿実現のための取組方向 
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 地域の取組 Ⅰ－１  森林施業プランナーが活躍する職場 

小規模な森林所有者が多い我が国では，林業の生産性を向上させるために，隣接 

する複数の所有者の森林を取りまとめて，路網整備や間伐等の森林施業を一体的に 

実施する「集約化施業」が不可欠で，その推進役になっているのが森林施業プラン 

ナーです。 

栗駒高原森林組合は，県内の森林組合の中でも，森林施業プランナーの重要性に 

いち早く着目し，積極的に職員の資格取得を推進しています。同森林組合の常勤職 

員１６名のうち，これまでに５名が森林施業プランナ－の認定を受けており，現在 

は，年間約２００ha（団地数３件）の集約化を目標に掲げ活動していますが，森林 

所有者からも「森林施業プランナーだから安心して任せられる」と信頼されていま 

す。集約化の取組によって，年間の事業計画が立てやすくなり，高性能林業機械を 

効率よく投入できるようになりました。また，丸太の出荷先についても，独自に情 

報を集めて新規販売ル－トを開拓するなど，森林施業プランナーの活躍が組織の活 

性化や森林所有者への利益還元に繋がっています。 

森林施業プランナー現地研修 

ハーベスタによる伐採作業現場

ンナー現地研修 

取組方向
H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023

H36
2024

H37
2025

H38
2026

H39
2027

① 素材生産性を向上させる林業基盤の整備と人材の育成

林内路網の整備，高性能林業機械の新規導入等に対する

支援

森林施業の集約化を推進する森林施業プランナーの育成

支援

② ＩＣＴを活用した木材需給システムの構築

合理的な原木流通をコーディネートする事業体の育成支

援

素材生産現場の木材生産状況把握や量産工場等の需要変

動に即応する丸太需給システムの構築

効率的な生産技術や高度な路網作設技術を持つ担い手の

育成支援

目指す姿実現に向けたロードマップ（取組１）

製材，合板，バイオマス等，それぞれのユーザーが求め

る丸太の品質・規格と素材生産事業者が生産する丸太の

マッチングを図る仕組みの構築や施設の設置

川下ユーザーが求める品質・規格等の丸太生産に向け，

国有林野事業とも連携した検討会の実施

有利販売に直結する現場技術者（選木・採材）の人材育成

ＩＣＴ活用による原木

需給のネットワークシ

ステム構築を支援

原木需給に関する情報収集
・きめ細な需要に対応するため
の森林資源，生産管理，輸送な
どの情報整理

需給情報の共有化検討

・参画事業体の合意形成

原木需給情報管理運営に必要な人材の養成

需給管理システムの

検討・設計を支援

用途別の原木品質向上現地研修会

低コスト木材生産 ・ 一貫作業システム普及研修会

林道・林業専用道の開設・改良に関する支援

引き続き国の総合対策による基盤整備支援路網整備・高性能林業機械導入等に係る支援

プランナー未雇用事業体を中心とした育成支援 プランナー育成指導者による支援

作業道作設オペレーター研修支援

オペレーター技術者による技術普及支援

プランナー・オペレーターの連携支援（合同研修会の開催等）
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【用語の説明】 

木材のカスケード利用：木材を多段的に利用することによって資源として最大限有効に利用すること。 

プレカット：住宅に用いる柱や梁，床材といった部分材について接合部分等をあらかじめ加工したもの。 

県産木材の需要創出とシェア拡大 取組２ 

 

 

➊ ＣＬＴ，ＬＶＬ等の新たな木材製品が普及し，県内各地にＣＬＴなどによる中高層建築物が増

加しています。また，製材品の品質向上が図られているほか，合板の新規用途開発などにより新

たな木材需要が創出されています。 

➋ 大型の木質バイオマス発電施設の立地により，チップ用材，未利用木質バイオマスの活用が進

み，木材のカスケード利用による木材価格の上昇や川上への利益還元が進んでいます。また，県

内各地に地域完結型の中小木質バイオマス活用施設がバランス良く整備され，循環利用と健全な

森林整備が進んでいます。 

➌ 県内に豊富に分布しながら，これまであまり利用が進んでいなかった広葉樹の加工技術が向上

し，高付加価値製品の開発が進められています。それらの製品は，みやぎブランドとして国内外

での認知度や評価が向上しています。また，県産木材を活用した高次加工製品や原木の定期的な

輸出が行われ，県産木材の認知度が高まっています。 

➍ 木材の価値が再評価され，日用品から住宅まで県民が暮らしに木材を取り入れる文化が定着し 

ており，木の良さを伝える消費者目線の様々な製品開発が行われるようになっています。 

目指す姿 

 

 

① オールみやぎによるＣＬＴ等建築物の普及〔関連：重点プロジェクト１〕 

○ 産学官連携によるＣＬＴ等木構造設計者の育成 

○ 鉄骨構造（Ｓ造），鉄筋コンクリート構造（ＲＣ造）とＣＬＴ等の混構造建築の普及 

○ 多様なＣＬＴパネル工法を実現するための接合技術開発の推進 

○ 大判ＣＬＴパネル製造ラインの整備とプレカット工場整備によるＣＬＴ製品製造支援 

② 製材加工の品質向上・合理化と合板の新規用途開発の促進〔関連：重点プロジェクト１〕 

○ 人工乾燥機の導入促進や機械等級区分構造用製材ＪＡＳ認定取得の推進 

○ 木材加工工場の製造工程の合理化により，製品の安定供給とコスト低減を推進 

○ 合板の新用途・新商品開発を推進 

③ 木質バイオマス利用による地域循環の促進〔関連：重点プロジェクト１〕 

○ 木質バイオマス活用促進に向けた未利用材の搬出支援 

○ 地域完結型の中小木質バイオマス活用施設の設置支援 

④ 県産木材を活用した高付加価値製品の創出と輸出の促進〔関連：重点プロジェクト１〕 

○ 広葉樹の利用拡大に向けた加工技術者の育成支援や安定供給の拡大 

○ みやぎブランドの木製品普及を図るため，技術指導，デザイン，情報発信等を総合プロデュ

ースする組織の結成支援 

○ 森林認証を受けた県産木材及び木製品などの海外輸出支援 

⑤ 公共施設等の木造・木質化の促進〔関連：重点プロジェクト１〕 

○ 空港，主要鉄道駅，バス停等の身近な公共施設の木質化促進 

○ 市町村における公共施設整備の木造・木質化に向けた条例化の促進 

○ 県産木材をふんだんに取り入れた住宅の普及促進 

 

目指す姿実現のための取組方向 
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 地域の取組Ⅰ－２－②  木質バイオマス発電の取組～地域の復興とともに 

気仙沼地域エネルギー開発株式会社は，県内初の地域型木質バイオマス発電事業 

（ガス化熱電併給システム）として，平成２６年（２０１４年）に「リアスの森バ 

イオマス･パワー･プラント」を本格稼働しました。出力は800kw/hで，発電した 

電力は再生エネルギーの固定価格買取制度（ＦＩＴ）を利用して売電するとともに， 

発生した蒸気を近隣の宿泊施設に熱供給しています。 

この取組の特徴は，単なる発電事業ではないことです。地域の森林整備を促進す 

るため，地元の森林所有者等に働きかけ自伐を積極的に支援しているほか，プラン 

トも地域で供給可能な木質バイオマス量を考慮して規模を決定しています。現在， 

木材搬入者として自伐林家等を含む163名が登録しており，年間約9,800トンの 

間伐材を買取ることでエネルギーの地域内循環が回り出しており，さらに買取価格の半分を地域通貨「リネリア」で支払う 

ことにより，経済の地域内循環にも貢献しています。 

 

 

 地域の取組Ⅰ－２－①  都市部を中心に期待が高まるＣＬＴ建築 

平成２８年（２０１６年）２月には，産学官による「宮城県CLT等普及推進協 

議会」が設立され，ＣＬＴの普及に向けた取組が進められています。 

県内におけるＣＬＴを活用した建築物は，平成２８年３月に県産CLTを使った 

木造施設が名取市に完成したのを最初に，これまでに３件の完成事例があります。 

さらに施工中が３件，計画段階のものが２件あり，この中には１０階建ての高層集 

合住宅にＣＬＴを使用する計画も含まれています。仙台市など都市部を中心にＣＬ 

Ｔへの関心が高まっており，これまで木材があまり使用されてこなかった中高層建 

築物等に活用されることにより，新たな木材需要の創出が期待されています。 

 

 

県産材需要拡大が期待されるＣＬＴ 

地域循環型モデルとして期待 

取組方向

②製材加工の品質向上と合理化と合板の新規用途開発の促進

①オールみやぎによるＣＬＴ等建築物の普及

産学官連携によるＣＬＴ等木構造設計者の育成

鉄骨構造（Ｓ造），鉄筋コンクリート構造（ＲＣ造）とＣＬＴ等の

混構造建築の普及

多様なＣＬＴパネル工法を実現するための接合技術開発の推進

大判ＣＬＴパネル製造ラインの整備とプレカット工場整備によ

るＣＬＴ製品製造支援

人工乾燥機の導入促進や機械等級区分構造用製材ＪＡＳ認

定取得の推進

合板の新用途・新商品開発を推進

木材加工工場の製造工程の合理化により，製品の安定供給

とコスト低減を推進

④県産木材を活用した高付加価値製品の創出と輸出の促進

⑤公共施設等の木造・木質化の促進

③木質バイオマス利用による地域循環の促進

木質バイオマス活用促進に向けた未利用材の搬出支援

地域完結型の中小木質バイオマス活用施設の設置支援

広葉樹の利用拡大に向けた加工技術者の育成支援や

安定供給の拡大

技術指導，デザイン，情報発信等を総合プロデュースする組

織の結成支援

森林認証を受けた県産木材及び木製品などの海外輸出支

援の育成

空港，主要鉄道駅，バス停等の身近な公共施設の木質化促

進

市町村における公共施設整備の木造・木質化に向けた条例

化の促進

県産木材をふんだんに取り入れた住宅の普及促進

宮城県CLT等普及推進協

議会に対する支援

宮城県CLT等普及推進協議会と連携した

各種普及啓発事業の実施

一般社団

法人化

今後のCLT告示を活かすための接合方法及び

部材に関する研究開発

業界団体と連携した開発成果の普及とCLT

パネル工法の一般化

需要の喚起とライン整

備の必要性の検討

目指す姿実現に向けたロードマップ（取組２）

一般社団法人「（仮称）宮城県木構造協会」による

各種人材育成事業展開を支援

整備計画の検

討

施設整備の実

施

業界団体と連携したＪＡＳ認定取得の必要性に関する普及啓発活動

の実施

引き続き需給バランスに

応じた整備計画を検討

中・大規模工場への

乾燥機導入促進

業界団体と連携した普及啓発活動（優良事例の

表彰等）を継続的に実施

製材品流通改革に向けた取組の検討

ＫＤ材等量産化に

伴う取得促進

引き続き製材品の需給バランスに応じた整備計画を検討

大型施設等に必要な製材品の流通（出荷先）に応じた

コーディネート機能を設置

・県内市町村等に対する，木質バイオマスの利用促進に向けた勉強会等の開催

・地域の公共的施設等への木質バイオマス発電機・ボイラーの導入支援

地域の木質バイオマス活用施設への燃料用

木質バイオマスの調達経費に対する支援

燃料用木質バイオマスの調達に係る経費の

低コスト化に向けた支援

木の良さの普及啓発に係る情報発信の実施

市町村の公共施設における木造・木質化に係る経費に対する支援

市町村等に対する公共施設等の木造及び木

質化に係る勉強会等の開催

有用広葉樹原木のインターネット取引による安定供給支援

多様な広葉樹高度加工実践者の情報発信支援 と 調度品・建材等の高付加価値製品の開発支援

ＦＳＣ認証材使用製品等の開発・普及・販売促進の支援 みやぎブランドの木製品輸出

と 海外市場展開の支援策
広葉樹やＦＳＣ材製品によ

る地域ブランド化促進策

不特定多数の県民が訪れる民間の公共的施設・商業施設等における木質化に係る経費に対する支援

県産木材を使用した戸建て住宅建築に対する支援

フロア材や内装材など合板の新規用途開発を支援

H30

2018
H31

2019
H32

2020
H33

2021
H34

2022
H35

2023
H36

2024
H37

2025
H38

2026
H39

2027
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【用語の説明】 

 林地台帳：一筆の森林（地域森林計画の対象民有林に限る。）の土地ごとに所在や所有者に関する情報を記載した台帳。 

フォレスター（森林総合監理士）:森林・林業に関する専門的かつ高度な知識及び技術等を有し，地域の森林づくりの全体 

像を示すとともに，市町村等への技術的支援を行う者。 

持続可能な林業経営の推進 取組３ 

 

 

➊ 森林組合や林業事業体と，所有者との長期経営受委託の取組が普及し，間伐等の森林施業の集約

化や効率的な路網の配置などによる経営基盤の強化が図られ，中長期的視点での林業経営が行われ

ています。 

➋ 市町村による林地台帳の整備が進み，森林組合や林業事業体等が所有者確認等を行いやすくな

ることにより，森林所有者との経営受委託や林地売買が推進され，意欲ある林業事業体への森林の

集約化や森林経営計画の策定率向上が図られています。 

➌ 一定規模のロットが確保され，計画的かつ安定的な木材生産が行われており，価格面で有利に販

売できることからより多くの利益が山元に還元され，森林所有者の経営意欲が向上しています。 

➍ 市町村，森林整備法人，森林組合などが，経営意欲の低下した所有者に代わって森林を管理・整

備する仕組みが構築され，管理放棄される森林が減少しています。 

➎ 森林認証の取得が増加し，そこから産出された木材製品を消費者が選択的に購買することによ

り，持続可能な林業経営を支援する取組が広く普及しています。 

目指す姿 

 

 

① 森林施業の集約化に向けた森林経営計画策定の促進〔関連：重点プロジェクト２〕 

○ 森林所有者等が行う森林経営計画の策定・実行の支援 

○ 市町村が行う林地台帳の整備支援 

② 経営受託等による森林管理の促進〔関連：重点プロジェクト２〕 

○ 市町村をサポートする民間林業技術者の登録・あっ旋制度などの創設や県・国等のフォレス

ターが連携した支援 

○ 森林管理が困難になった所有者の森林を対象に，森林経営を希望する企業や民間林業事業体

等への売却をあっ旋したり，市町村・森林組合等への長期経営委託や寄付などを円滑に行う仕

組みの構築 

③ 持続可能な林業経営を後押しする森林認証の普及促進〔関連：重点プロジェクト４〕 

○ 認証森林面積の増加に向けた認証取得や更新の支援 

 ○ 認証木材の選択的な購買に向けた認証制度の普及ＰＲ 

目指す姿実現のための取組方向 
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 地域の取組Ｉ－３  森林組合における森林施業管理委託推進の取組 

石巻地区森林組合は，平成19年度（２００７年）から森林所有者と１０年 

間の長期委託契約を結び，所有者に代わって森林組合が森林の管理や経営を行 

う森林施業管理委託を推進しています。 

    石巻地区の森林面積は約4万ｈａ（うち民有林は3万１千ｈａ）で，この 

うち組合員加入面積は約2万３千ｈａとなっており，民有林面積の約7割が 

組合に加入しています。 

   石巻地域は，震災で大きな被害を受け，急に山林を相続した遺族や震災等で 

やむなく地域を離れた方など，山林の維持・管理が困難になっている所有者も 

多くなっています。こうした背景もあり，森林組合が責任を持って山林の管理 

や経営を行う森林施業管理委託の取組は所有者にも好評で，これまでに２２４ 

名，１,6３３ｈａの委託を受けています。 

森林施業管理委託では，森林組合が，①森林経営計画の作成，②森林の位置 

・現状の把握，③森林の巡視，④森林施業の実施等を行なっています。森林組 

合にとっても，森林経営計画を作成することで次年度以降の事業計画が立てや 

すくなり，計画的に間伐，皆伐，再造林等を行えるなど，中長期的な視点に立 

って，森林資源の循環利用と安定的な森林組合経営を行うことができます。 

 

 

森林施業管理委託によるスギの再造林地 

地区座談会の開催 

取組方向

① 森林施業の集約化に向けた森林経営計画策定の促進

森林所有者等が行う森林経営計画の策定・実行の支援

市町村が行う林地台帳の整備支援

② 経営受託等による森林管理の促進

市町村をサポートする民間林業技術者の登録・あっ旋制度な
どの創設や県・国等のフォレスターが連携した支援

森林管理が困難になった所有者の森林を対象に，森林経営を
希望する企業や民間林業事業体等への売却・あっ旋などの他，
市町村・森林組合等への長期経営委託や寄付などを円滑に
行う仕組みの構築

③ 持続可能な林業経営を後押しする森林認証の普及促進

認証森林面積の増加に向けた認証取得や更新の支援

認証木材の選択的な購買に向けた認証制度の普及PR

目指す姿実現に向けたロードマップ（取組３）

林地台

帳原案

提供 林地台帳の精度向上【地形図整備】【航空写真整備導入】

計画作成支援（交付金）

林地台帳更新作業への支援

森林経営計画の再認定に対する支援

民間林業技術者の県の登録・斡旋制

度等，市町村のサポート制度創設の
検討

国の地域林政アドバイザー制度の
利用 市町村業務をサポートする支援制度の創設及び

フォレスター・林業普及指導員等による支援制度
の普及

林地台帳等の森林情報を活用し

た管理放棄森林データの整理

管理放棄森林を民間林業事業体

へ斡旋等する仕組みづくり検討

民間林業事業体への斡旋，市町村・森林組合等
への長期受委託等の仕組みの創設及び林業普
及指導員等によるマッチングの支援

森林組合等を対象とした森林経営計

画の中期作成計画策定支援

地域協議会等が行う認

証取得・更新への支援

セミナー，ホームページ

によるPR

計画作成支援（交付金）

認証取得・更新を支援

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023

H36
2024

H37
2025

H38
2026

H39
2027
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【用語の説明】 

 エリートツリー:遺伝的に優れた精英樹同士の交配により次世代を作り，その中から優れた個体を選抜することで，従来よ 

も成長や形質に優れた第二世代精英樹のこと。 

資源の循環利用を通じた森林の整備 取組４ 

 

 

➊ 間伐作業の低コスト化が進み，効率的な間伐の実施により森林の適切な管理が推進され，二酸

化炭素吸収機能や水源かん養機能など森林の公益的機能が高度に発揮されています。また，将来

に向けた優良材が生産可能な森林の整備が進むとともに，搬出間伐の推進により間伐材が安定的

に供給されています。 

➋ 土砂流出防止等の公益的機能の低下を避けるなど環境に配慮した皆伐施業が普及し，主伐によ

る森林の更新が推進され，森林の若返りが図られるとともに，木材が計画的，安定的に供給され

ています。木材生産適地における主伐後は，一貫作業システム等の低コストな手法により，森林

所有者の意欲が喚起されながら再造林が進められ，持続的な森林経営に向けた将来の森林資源が

確保されつつあります。 

➌ 従来よりも成長や形質に優れたエリートツリーの開発や，本県の自然環境に適応した有用な早

生樹の導入により再造林が進められるとともに，カラマツの本格的な導入に向けて種苗の生産体

制が整備され，カラマツの造林が進むなど，短いサイクルで収穫が可能となる林業への移行によ

る資源の循環利用が進んでいます。 

 

目指す姿 

 

 

① 低コストな間伐の推進による森林の整備〔関連：重点プロジェクト２〕 

○ 森林施業の集約化を推進する事業体に対する間伐，路網整備等の実施への支援 

○ 路網整備等による間伐の低コスト化の推進に向けた技術の普及 

② 主伐・再造林の推進による森林資源の再造成〔関連：重点プロジェクト２〕 

○ 環境に配慮した主伐・再造林の実施への支援と普及 

○ 一貫作業システム等による再造林やその後の保育に係る低コスト化に向け，国有林とも連携

した技術開発と普及 

○ みやぎ森林づくり支援センターの植林助成制度拡充による，森林所有者の負担軽減 

○ 森林所有者に代わって，森林整備法人，林業事業体などが再造林等を推進する新たな実行体

制づくり 

③ 成長や形状に優れた次世代造林樹種の導入〔関連：重点プロジェクト２〕 

 ○ エリートツリーの開発と本県に適した早生樹の検討 

 ○ カラマツ採種園の整備によるカラマツ種子の供給 

目指す姿実現のための取組方向 

森林の持つ多面的機能のさらなる発揮 政策Ⅱ 
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 地域の取組Ⅱ－４   一貫作業システムによる造林推進の取組 

県林業技術総合センターでは，持続的な林業経営を実現していくため，伐採跡地 

の適正な更新による森林の保全・管理等について県で定めた「宮城県環境配慮型皆 

伐施業ガイドライン」（平成28年（２０１６年）4月）に基づき，「再造林の推 

進による造林未済地の解消」を普及指導における重点事項に位置づけ，県の各地方 

振興事務所と協力して，県内の19箇所において，現地調査による一貫作業の検証 

と林業事業体への指導を行っています。 

例えば，大崎市においては伐採計画のある森林組合及び林業事業体が，事前に県 

北部地方振興事務所と現地調査を行いながら，森林作業道の線形，伐採・搬出まで 

の作業工程等について検討し，作業効率が良く伐採・造林経費が節減できる施業に 

取り組んでいます。 

これまでの検証では，伐採地の林齢や枝条発生量とその処理方法などによって作 

業効率が大きく変動することや，林床に生育していた広葉樹の繁茂状況が，その 

後の下刈り作業の要否に大きな影響を与えることが分かっており，これらの改善 

によって施業コストの低減と森林の適正な更新につながることが期待されます。 

今後は，本県の森林特性や事業体の生産体制・条件に合った一貫作業システム 

を「宮城県版一貫作業システム手引き書」として取りまとめ，普及を図ることと 

しています。 

 

 

 

林業普及指導員の指導に耳を傾ける事業者 

プロセッサによる枝払・玉切 

目指す姿実現に向けたロードマップ（取組４）

取組方向

① 低コストな間伐の推進による森林の整備

路網整備等による間伐の低コスト化の推進に向けた技術の

普及

③ 成長や形状に優れた次世代造林樹種の導入

② 主伐・再造林の推進による森林資源の再造成

環境に配慮した主伐・再造林の実施への支援と普及

森林施業の集約化を推進する事業体に対する間伐，路網整

備等の実施への支援

一貫作業システム等による再造林やその後の保育に係る低

コスト化に向け，国有林とも連携した技術開発と普及

みやぎ森林づくり支援センターの植林助成制度拡充による，

森林所有者の負担軽減

森林所有者に代わって，森林整備法人，林業事業体などが

再造林等を推進する新たな実行体制づくり

エリートツリーの開発と本県に適した早生樹の検討

カラマツ採種園の整備によるカラマツ種子の供給

特性調査・エリートツリー

候補木の絞込み

品種認定・

採種園造成

試験

供給

供給

体制
整備

採種木の育成・着花促進

成長調査・種子生産手法の研究【早生樹】

種子・挿し穂生
産及び
採種園増設

種子・挿し穂生産の継続

採種木の育成・着花促進

樹種決定・暫定採種園造成・育成【早生樹】

採種園の整備・挿し木によ

る増殖の研究

低コスト化に係る技術の普及

間伐，路網整備等への支援

再造林等への支援

一貫作業システム等，低

コスト化に向けた技術開
発・普及

制度拡充に向けた関係

者との調整

実行体制の検討及び関

係者との調整

一貫作業システム等，低コスト化に係る技術の普及

拡充した制度による森林所有者への支援

新たな実行体制による再造林の推進

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023

H36
2024

H37
2025

H38
2026

H39
2027
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【用語の説明】 

林業普及指導員: 森林所有者等に対して，森林・林業に関する技術及び知識の普及や森林施業に関する指導を行い，また，

試験研究機関との連携により専門の事項の調査研究を行う，一定の資格を持つ都道府県の職員。 

多様性に富む健全な森林づくりの推進 取組５ 

 

 

❶ 企業のＣＳＲ（企業の社会的責任）活動の活発化や，森林づくり活動に取り組む個人や団体が

増加し，海岸林や里山林等の整備が多くの県民参加の下で進められています。 

➋ 松くい虫被害が，被害対策の継続により，減少し続けています。特に，特別名勝「松島」や三

陸沿岸等，観光資源としても重要な松林においては，徹底した防除対策や松くい虫に抵抗性のあ

るマツの植栽等により，景観が向上しています。 

➌ 里山林の整備が進むことにより，ナラ枯れ被害が減少し，多様性に富んだ広葉樹林等が再生し

ています。また，鳥獣害対策が保護管理対策と一体的に行われ，被害が軽減されています。さら

に職員によるパトロールや，みやぎ森林保全協力員等の県民ボランティアによる巡視等により，

林野火災等の森林被害が抑制，軽減されています。 

➍ 放置されたスギ林など，不採算となった人工林の広葉樹林への誘導のほか，針広混交林化が進

み，地球温暖化防止や県土の保全，水源のかん養，生物多様性の保全等の公益的機能が高度に発

揮される多様な森林が整備されています。 

➎ 都市部周辺の花粉が多いスギ林の針広混交林や広葉樹林への誘導，花粉の少ない品種への転換

が進んでいます。 

目指す姿 

① ＮＰＯや企業など多様な主体との連携を促進 

○ ＮＰＯが行う森林づくり活動経費の助成 

○ 森林づくり活動のフィールドとした県有林の貸し出しやネーミングライツの推進 

○ 私有林等について，森林活動を希望する企業等と里山林所有者とのマッチング支援 

② 松くい虫被害対策の推進と松林景観の保全 

○ 重要な松林を中心とした，市町村，国有林等と連携した松くい虫被害の総合的な防除対策の推 

進 

○ 特別名勝「松島」等の観光資源としても重要な松林における，徹底した松くい虫の防除対策や

植栽等による景観向上対策の推進 

③ 森林被害対策の推進 

○ 重要なナラ林を中心とした，市町村，国有林等と連携した伐倒駆除等のナラ枯れ被害対策の推 

進 

○ 防鹿柵の設置等による食害防止対策，野生鳥獣の捕獲，狩猟者の育成確保の推進 

○ 職員によるパトロールと林野火災予防等の森林保護に係る普及・啓発 

○ みやぎ森林保全協力員等の県民ボランティアへの活動支援 

④ 不採算人工林の健全な森林への誘導〔関連：重点プロジェクト２〕 

○ 市町村が主体となって実施する森林整備事業に対する，フォレスターや林業普及指導員によ

るきめ細やかな支援，市町村が実施する事業の一部をアウトソーシングする仕組みの構築 

○ 不採算なスギ林の広葉樹への樹種転換，針広混交林化等の実施への支援 

○ 広葉樹林や針広混交林等への誘導技術の検討 

⑤ 花粉発生抑制対策の推進 

○ 都市部周辺の花粉が多いスギ林の針広混交林や広葉樹林への誘導，花粉の少ない品種への転

換への支援 

○ 花粉の少ないスギ品種の種苗の供給拡大 

目指す姿実現のための取組方向 
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 地域の取組Ⅱ－５－①  県民参加の森林づくり推進と広葉樹の活用促進 

登米市では県民や企業等と連携して広葉樹林の整備に積極的に取り組んでいます。 

毎年市民参加の森林づくりを実施しているほか，米川生産森林組合が株式会社登 

米村田製作所との協定による森林整備や，山菜・きのこ狩りイベントなどを行い里 

山林の整備と地域活性化を図っています。また，県民の参加を得ながら，アカマツ 

などの伐採跡地に広葉樹植栽やドングリの種まきを行っています。 

登米地域は県内有数の原木しいたけ産地でしたが，福島第一原子力発電所事故に 

伴う放射能の影響によりコナラが原木用として使えなくなったため，新たな活用法 

として，市，森林組合，木工加工会社，家具製作会社，大学，県登米地域事務所が連携し，コナラの集成材を天板に使った 

学校机を製作しました。これまでに市内の小・中学校に約6,000台が配備されており，広葉樹林の活用を促進すると同時 

に，児童・生徒が天然の木に触れることで木への愛着や関心が高まることも期待されます。また，平成２８年（２０１６年） 

に FSC森林認証取得を機に，広葉樹認証材を家具や製紙用に供給することで，広葉樹林をしいたけ用原木林として再生さ 

せる取組も進めてます。 

 

 

 

伐採跡地への広葉樹植栽 

 地域の取組Ⅱ－５－②  県有林をフィールドとした企業による森林づくり 

近年，ＣＳＲ活動（企業の社会貢献活動）の一環として，森林整備に取り組む企 

業が増えています。県はこうした企業や団体と協定を締結し，県有林を活動フィー 

ルドとして無償で提供する取組を行っています。また，希望があった企業等には， 

ネーミングライツ制度により，命名権を譲渡しています。こうした取組は，新しい 

森林整備の手法として注目されるとともに森林づくり活動を通じて，森林・林業や 

自然環境保全について理解を深めてもらう機会となっています。これまでに，この 

制度を活用して平成２９年（２０１７年）１０月時点で，１９団体，延べ３１件の 

森林づくり協定が締結され，様々な主体による森林づくり活動が行われています。 企業による森林づくり活動 

取組方向

② 松くい虫被害対策の推進と松林景観の保全

① NPOや企業など多様な主体との連携を促進

NPO等が行う森林づくり活動経費の助成

森林づくり活動のフィールドとした県有林の貸し出しやネーミ

ングライツの推進

私有林等について，森林活動を希望する企業等と里山林所

有者とのマッチング支援

重要な松林を中心とした，市町村，国有林等と連携した松く

い虫被害の総合的な防除対策の推進

特別名勝「松島」等の観光資源としても重要な松林における，

徹底した松くい虫の防除対策や植栽等による景観向上対策

の推進

④ 不採算人工林の健全な森林への誘導

⑤ 花粉発生抑制対策の推進

③ 森林被害対策の推進

職員によるパトロールと林野火災予防等の森林保護に係

る普及・啓発

市町村が主体となって実施する森林整備事業に対するフォレ

スターや林業普及指導員によるきめ細やかな支援，市町村が

実施する事業の一部をアウトソーシングする仕組みの構築

不採算なスギ林の広葉樹への樹種転換，針広混交林化等

の実施への支援

広葉樹林や針広混交林等への誘導技術の検討

都市部周辺の花粉が多いスギ林の，針広混交林や広葉樹

林への誘導，花粉の少ない品種への転換への支援

花粉の少ないスギ品種の種苗の供給拡大

目指す姿実現に向けたロードマップ（取組５）

重要なナラ林を中心とした，市町村，国有林等と連携し

伐倒駆除等のナラ枯れ被害対策の推進

みやぎ森林保全協力員等の県民ボランティアへの活動

支援

NPO等森林づくり団体への支援

（団体数の増加）
森林づくり活動に対する一部助成

職員によるパトロールと森林保護に係る普及・啓発

市町村，国有林と連携した防除対策の実施

市町村，国有林等と連携したナラ枯れ被害対策の実施

県民ボランティアへの活動支援

市町村支援体

制の構築
市町村への支援

樹種転換，針広混交林化等への支援

広葉樹林・針広混交林等への効率的な誘導技術の検討

森林づくり団体への県有林の貸し出し・ネーミングライツ取得支援

防鹿柵の設置等による食害防止対策に加え，野生鳥獣の

捕獲，狩猟者の育成確保の推進

防鹿柵等の設置支援

野生鳥獣の捕獲狩猟者の育成

森林づくり企業と私有林のマッチング支援

花粉発生が少ない森林への転換に対する支援

花粉対策スギ種苗の生産・供給拡大

防除対策の実施と植栽等による景観向上対策

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023

H36
2024

H37
2025

H38
2026

H39
2027
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【用語の説明】 

 山地災害危険地区：山地に起因する災害が発生するおそれのある地区を危険度判定を基準に県が調査・把握しているもの。 

自然災害に強い県土の保全対策 取組６ 

 

 

➊ 水源のかん養，土砂流出崩壊防備，生活環境の保全・形成，保健休養利用等，公益的機能の発

揮を確保する必要がある特に重要な森林は保安林として指定され，その機能が適切に維持されて

います。 

➋ 山地災害危険地区のうち危険度の高い箇所への防災対策が進み県民が山地に起因する災害から

守られ，安全で安心できる生活を送ることができています。 

➌ 山地災害危険地区に対する県民への周知が進んで理解が深まるとともに，災害時の迅速な避難

等が実行されています。 

➍ 林地で行われる土石の採取や森林以外への転用などの開発に対して，森林法に基づく林地開発

許可制度が適切に運用され，環境や森林の持つ公益的機能に配慮された開発が行われています。 

目指す姿 

 

 

① 重要な森林の保安林指定と適切な管理・整備の推進 

○ 災害の危険度の高い森林や防災上必要な森林などの計画的な保安林指定の推進 

○ 県民ボランティア等による巡視強化，山地災害危険地区等における保安林整備の推進，保安林所有

者への適切な指導・森林整備への支援 

○ 国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターとの連携による水源かん養機能などの向上

に向けた多様な森林づくりの推進 

② 山地災害危険地区の計画的な整備の推進 

○ 山地災害危険地区Ａランク箇所を優先とした治山対策の推進，計画的かつ適切な維持補修及

び機能強化の実施 

○ 地域防災計画や各種媒体による山地災害危険地区に関する情報提供，危険地区パトロール等

による的確な状況把握と防災対策の実施 

③ 無秩序な開発行為の防止に向けた適切な指導と監視体制の構築 

○ 森林法に基づく林地開発許可制度の適切な運用・指導の実施 

○ 市町村や業界団体などと連携した違反行為の未然防止と早期発見に向けた森林巡視の実施 

目指す姿実現のための取組方向 

保安林指定の推進と適切な管理・整備の推進 山地災害危険地区の計画的な整備の推進 
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 地域の取組Ⅱ－６  山地災害危険地区の再点検と治山施設整備の取組 

近年，過去の観測記録を上回る異常な豪雨が各地で発生し，山地災害への懸念や 

関心が高まっています。 

  県は，山腹崩壊や地すべり，崩壊土砂の流出などの山地災害の危険性が高い 

２，２００箇所を「山地災害危険地区」として指定していますが，こうした異常な 

豪雨等による山地災害の防止を計画的に進めるために「山地災害危険地区」の再点 

検を行っています。 

  平成27年（２０１５年）9月の関東・東北豪雨では，栗原市鍛冶屋沢地区にお 

いて，複数の沢で山腹が崩落し，流出した土砂によって下流の人家や県道などに被 

害が発生しました。沢の中流・下流には土砂とともに倒木が堆積し，台風や豪雨に 

よって再び下流に被害を及ぼす危険性が極めて高いことから，治山事業により谷止 

工の整備，堆積した倒木の場外への搬出，周辺の森林整備（本数調整伐）等の保全 

対策を一体的に進めています。 

  今後も山地災害の防止に向け災害危険度の高い箇所を重点に，計画的に治山施設 

を整備してまいります。 

 

 

関東・東北豪雨により、渓流内に

堆積した倒木 

谷止工，森林整備を一体的に進める 

① 重要な森林の保安林指定と適切な管理・整備の推進

② 山地災害危険地区の計画的な整備の推進

③ 無秩序な開発行為の防止に向けた適切な指導と監視体制
の構築

取組方向

目指す姿実現に向けたロードマップ（取組６）

災害の危険度の高い森林や防災上必要な森林などの計画

的な保安林指定の推進

県民ボランティア等による巡視強化，山地災害危険地区等

における保安林整備の推進，保安林所有者への適切な指

導・森林整備への支援

国立研究開発法人森林研究・整備機構森林整備センターと

の連携による水源かん養機能などの向上に向けた多様な森

林づくりの推進

山地災害危険地区Ａランク箇所を優先とした治山対策の推

進，計画的かつ適切な維持補修及び機能強化の実施

地域防災計画や各種媒体による山地災害危険地区に関す

る情報提供，危険地区パトロール等による的確な状況把握

と防災対策の実施

森林法に基づく林地開発許可制度の適切な運用・指導の実

施

市町村や業界団体などと連携した違反行為の未然防止と早

期発見に向けた森林巡視の実施

林地開発許可制度の適切な実施を指導

市町村等と連携した森林の巡視及び防災ヘリコプターを活用した上空からの巡視の実施

計画的な保安林指定

山地災害危険地区の保安林指定

保安林所有者への森林整備に関する助言・支援

水源かん養保安林の指定

個別施設計画

の策定

県民への情報提供，定期的パトロール等による現状把握と防災対策の実施

個別施設計画に基づく維持修繕，機能強化の実施

山地災害危険地区Ａランク箇所の治山対策の推進

夏期・秋期の強化期間の設定等による巡視の強化

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023

H36
2024

H37
2025

H38
2026

H39
2027
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【用語の説明】 

 インターンシップ：児童，生徒及び学生が，事業所などの職場で働くことを通じて，職業や仕事の実際について体験した

り，働く人と接したりすること。 

持続的成長をけん引する経営体や担い手の育成 取組７ 

 

 

➊ 目指すべき姿をしっかり持ち，経営環境の変化や課題を適切にとらえ，組織を創造的に改革・

けん引する経営能力に優れた経営者が林業・木材産業の中に多数現れ，競争力や独創性を持った

元気な企業・事業体が育成されています。 

➋ 県内の森林組合では，健全な経営基盤と的確な経営判断等に基づいた安定的かつ効率的な事業

運営が行われ，厳しい環境下においても一定の事業利益を確保しながら，森林所有者の負託に応

え得る自立的経営が行われています。 

➌ 森林組合や林業事業体では森林施業プランナーの育成が進み，森林所有者への施業の実施を働

きかける「提案型集約化施業」が定着しています。  

➍ 機械化等による労働環境の改善に加え，環境や自然を守る大切な仕事として林業の魅力が広く

再認識され，若年層を中心に多様な人材が林業に就業し担い手として活躍しています。 

 

目指す姿 

 
 
①  経営感覚・経営能力のスキルアップの支援〔関連：重点プロジェクト３〕 

○ 経営セミナーや交流事業を通じた経営ビジョン，組織管理，人材育成など，経営者自らのス

キルアップへの支援 

② 森林組合の経営体制の強化〔関連：重点プロジェクト３〕 

○ 人材の育成や組織再編等による組織体制の強化及び販路開拓や生産性向上等による財務基盤 

の充実に向けた支援 

○ 森林組合経営ビジョン・中期経営計画の着実な実行に向けたフォローアップ 

○ 中小企業診断士等の経営診断実施による経営改善の促進 

③ 森林施業プランナーの育成強化〔関連：重点プロジェクト３〕 

○ 提案型集約化施業を担う森林施業プランナーの育成支援 

④ 教育機関と連携した小中学生からの体系的な林業教育の推進〔関連：重点プロジェクト３〕 

○  総合的な学習で「林業」を初めて学ぶ小学５年生向けの副読本作成や，小中学生向けの体験

学習の実施 

○ 高校生等を対象としたガイダンスやインターンシップの推進 

⑤  新規就業者の定着と技能習得の計画的なサポート〔関連：重点プロジェクト３〕 

○  国の「緑の雇用」制度と連動した県独自の技能講習や研修の実施 

○ 新規就業者等の機械購入支援，ＵＩＪターン者への家賃補助等の支援拡充 

○ 交流事業や階層別研修等による同世代のネットワークづくり支援 

目指す姿実現のための取組方向 

森林，林業・木材産業を支える地域や人材の育成 政策Ⅲ 
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 地域の取組Ⅲ－７  教育機関と連携した林業教育の実施 

栗原市立花山小学校は，５，６年生を対象に林業の体験学習に取り組んでおり，県の林業普及指導員等が活動をサポートし 

ています。岩手・宮城内陸地震（平成20年（２００８年）発生）で崩壊した斜面を森林に戻そうと，同校の先輩たちが平成 

22年（２０１０年）に植栽したスギ林を下刈りしたり，森林組合の作業現場を見学したりして，教室では知ることのできな 

い「花山の森林や林業」について学んでいます。また，県立柴田農林高等学校は，県内で唯一，林業技術の習得を目的とする 

「森林環境科」が設置されており，育林や森林の管理，木材の加工，きのこ栽培など幅広い知識や技術を学んでいます。県大 

河原地方振興事務所では，同校と協力して，毎年２，３年生を対象に，夏季総合学習や演習林実習の時間にチェーンソーによ 

る伐倒，林業機械による造材作業，刈払機による下刈などの作業体験や，間伐施業及び作業道作設等の技術講習を実施し，森 

林を守ることの重要性や林業の魅力を伝えています。こうした活動がきっかけとなり，地元の森林組合や林業事業体へ就職す 

る卒業生も現れています。 

 

 

 

森林作業道の測定実習 先輩が植えたスギ植栽地を下刈り 

取組方向

② 森林組合の経営体制の強化

① 経営感覚・経営能力のスキルアップの支援

経営セミナーや交流事業を通じた経営ビジョン，組織管理，

人材育成など，経営者自らのスキルアップへの支援

森林組合経営ビジョン・中期経営計画の着実な実行に向け

たフォローアップ

中小企業診断士等の経営診断実施による経営改善の促進

④ 教育機関と連携した小中学生からの体系的な林業教育
の推進

⑤ 新規就業者の定着と技能習得の計画的なサポート

③ 森林施業プランナーの育成強化

提案型集約化施業を担う森林施業プランナーの育成支援

総合的な学習で「林業」を初めて学ぶ小学５年生向けの副

読本作成や，小中学生向けの体験学習の実施

高校生等を対象としたガイダンスやインターンシップの推進

交流事業や階層別研修等による同世代のネットワークづくり

支援

国の「緑の雇用」制度と連動した県独自の技能講習や研修

の実施

新規就業者等の機械購入支援，ＵＩＪターン者への家賃補助

等の支援拡充

目指す姿実現に向けたロードマップ（取組７）

人材の育成や組織再編等による組織体制の強化及び販路

開拓や生産性向上等による財務基盤の充実に向けた支援

プランナー未雇用事業体を中心とした育成支援 プランナー育成指導者による支援

プランナー育成指導者養成支援

副読本印刷・配布・見直し改正

小学生向け林業体験実施

中学生向け林業体験実施

高校生向け就業ガイダンス実施

インターンシップ開催支援 インターン等を実施した事業体への助成

森林施業プランナー・作業道作設オペレーター研修実施

緑の雇用フォレストワーカー・フォレストリーダーのフォローアップ研修支援

緑の雇用対象外の就業者等へ対する支援

交流づくり支援 交流組織発足 林業担い手交流会の開催等支援

伐木技術競技会の開催情報収集

経営セミナー（経営者育成研修）の実施 経営関係者懇話会の開催

異業種視察，ビジネス交流など新たなイノベーションを目指す新発想研修

組織体制の強化及び財務基盤の充実に向けた支援

現行計画の着実な実行

に向けたフォローアップ
次期計画以降も引き続き実施

中小企業診断士等による経営診断の実施

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023

H36
2024

H37
2025

H38
2026

H39
2027
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【用語の説明】 

 マーケットイン：消費者のニーズを重視した方法により商品の開発及び生産，販売を行うこと。 

 森林セラピー：医療，リハビリテーションなど，健康増進や身体の癒やしに森林を活用するもの。 

 森林トレイル：森林や里山にある自然の道のこと。 

地域・産業間の連携による地域産業の育成 取組８ 

 

 

➊ 他分野・他産業の企業や大学等との技術協力や連携が増え，森林資源を活用した新サービスや

新商品開発が活発化しています。 

➋ 特用林産物を活用した６次産業化に取り組む生産者が増え，輸出も含めた新たな販路が拡大し，

生産量や収益力が向上しています。 

➌ 観光事業者などとの連携により，森林の多様な活用方法が商品化され，都市や海外からの交流人

口が増加しているほか，新たなサービスや雇用の場が生まれています。 

目指す姿 

 

 

① 水平連携による新たなものづくりへの支援〔関連：重点プロジェクト４〕 

○ 分野を超えた企業等の連携によるそれぞれの得意分野を活かしたユニット商品の開発への支 

援 

○ 森林資源を活用した新しいものづくりに貢献のあった企業等の表彰やＰＲ支援 

② 特用林産物の収益力向上に対する支援〔関連：重点プロジェクト４〕 

○ 生産技術向上や生産施設整備に対する支援 

 ○ ６次産業化や乾燥・冷凍品等による魅力ある商品の開発や異業種連携の促進 

 ○ 輸出等新たな販路拡大やマーケットイン型の販売方法に対する支援 

 ○ 若年層や近年の健康志向を狙った消費拡大に向けたＰＲの実施 

③ 森林資源フル活用による交流人口の拡大促進〔関連：重点プロジェクト３・４〕 

○ 森林セラピーや森林トレイル，特用林産物の収穫体験など森林資源をフル活用した新サービス

の提供に向けた支援 

○ ＵＩＪターン者の雇用・定住促進に向けた支援 

目指す姿実現のための取組方向 

森林資源をフル活用した交流人口の拡大 水平連携による新しいものづくりへの支援 
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 地域の取組Ⅲ－８   ６次産業化による特用林産物の商品開発 

従来，県産きのこをはじめとした特用林産物加工品等の開発については，各生産者が生産活動を行う傍ら，それぞれ独自に 

取組を進めてきましたが，商品イメージを高めるブランド化や，消費者にアピールするためのデザイン戦略といった分野の取 

組強化が課題となっていました。 

こうした中，栗原市のなめこ生産組合は，県の支援事業を活用して消費者流通アドバイザーの指導を受けながら，乾燥なめ 

こ商品のパッケージ改良に取り組み，販売促進を図っているほか，しいたけ生産者が加工業者と組んで炊き込みご飯の素や椎 

茸うどん・そば，佃煮など多彩な商品を共同開発し，規格外品の有効活用による収益力強化を図っています。 

さらに，生産者の中には商品開発をきっかけにインターネット通販や首都圏への商談会への出展などを検討している方もお 

り，今後の特用林産物の生産振興や消費拡大が期待されます。 

 

 

 

 

「乾燥なめこ」の商品パッケージ 専門家による商品イメージの検討 

取組方向

② 特用林産物の収益力向上に対する支援

① 水平連携による新たなものづくりへの支援

森林資源を活用した新しいものづくりに貢献のあった企業等

の表彰やＰＲ支援

生産技術向上や生産施設整備に対する支援

６次産業化や乾燥・冷凍品等による魅力ある商品の開発や

異業種連携の促進

③ 森林資源フル活用による交流人口の拡大促進

若年層や近年の健康志向を狙った消費拡大に向けたＰＲの

実施

森林セラピーや森林トレイル，特用林産物の収穫体験など

森林資源をフル活用した新サービスの提供に向けた支援

ＵＩＪターン者の雇用・定住促進に向けた支援

輸出等新たな販路拡大やマーケットイン型の販売方法に対

する支援

目指す姿実現に向けたロードマップ（取組８）

分野を超えた企業等の連携によるそれぞれの得意分野を活

かしたユニット商品の開発への支援

新技術・新品種の導入支援

異業種との連携体制整備支援

６次産業化等の商品開発支援

販売促進支援

栽培方法・栽培品種に適した施設の導入支援

受入施設の体制整備

都市住民等へのＰＲと集客・実施支援

機能性成分の分析

若年層への調理方法等ＰＲ

健康関連企業への販売ＰＲ

テスト輸出への支援 輸出の定着・拡大支援

市場ニーズに即したサプライチェーンの確立支援

特用林産物生産加工施設整備

施設での新規雇用創出支援

緑の雇用対象外の就業者等に対する支援（家賃補助等）

連携企業とのマッチングイベント等の開催

企業連携による木製品開発支援

貢献度の高い企業の表彰，ホームページ及びSNSを活用したPR

市場ニーズの調査支援

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023

H36
2024

H37
2025

H38
2026

H39
2027
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【用語の説明】 

 森林ＧＩＳ（地理情報システム）：Geographic Information Systemの略語。 

新たな森林，林業・木材産業関連技術の開発・改良 取組９ 

 

 

➊ 森林の管理や経営，木材・木製品等の流通分野などで，ドローンや航空レーザ，ＩＣＴの活用

などの新しい技術の導入が進み，作業の効率化や需要者ニーズに合わせたよりきめ細かな生産管

理が可能となり，林業・木材産業の生産性が飛躍的に向上しています。 

➋ 低コストで効率的な収穫や造林，県産木材の非住宅分野での活用やセルロースやリグニン等の

木質バイオマスの新たな活用など，木材需要拡大のための技術開発，改良が着実に成果を出し，

林業の成長産業化の実現に貢献しています。 

➌ 花粉を抑える技術や効果的な森林病虫獣害対策が広く普及し，健全な森林が維持されていま

す。また，森林の放射性物質に関する知見や低減化技術が進展し，県内の広葉樹資源を活用した

特用林産物の生産が本格的に再開されています。 

目指す姿 

 

 

① ニーズの的確な把握や関係機関との連携等による効率的な試験研究の実施 

               〔関連：重点プロジェクト１・２・４・５〕 

○ 県林業技術総合センターと県内企業や学術研究機関等との連携による，森林ＧＩＳやＩＣＴ

の活用技術，ＣＬＴなど新たな分野や多様な用途での県産材利用技術，バイオマスの効率的な

利用技術等に関する試験研究の推進 

○ 健全な森林の育成に向けた森林病虫獣害対策，海岸防災林の効果的な造林・育成管理に関す

る技術開発の推進 

○ 森林所有者・林業事業体，国有林等との連携による低コストな木材生産や造林技術の研究，

高性能林業機械による一貫施業などの実証・普及の推進 

② 県民，森林所有者，業界等の研究ニーズの把握と試験研究への反映 

〔関連：重点プロジェクト２・４〕 

○ 社会的ニーズである花粉症対策の推進に向け，国との連携による無花粉スギの開発や少花粉

スギの増産 

○ 比較的早期に収穫が可能な早生樹等の普及に向けた実証や種子等の確保に関する研究，従来

品種より成長や耐病性等に優れた第二世代の優良品種開発等の推進 

○ 特用林産物等の放射性物質対策や生産再開に向けた技術，県内原木林の再生に向けた技術開

発の推進 

③ 試験研究成果の迅速な普及と技術情報の提供 

○ 県及び国等のフォレスター・林業普及指導員の活動を通じた，調査研究結果や有効な試験研

究成果の市町村，企業，事業体，森林所有者等への普及推進 

○ 最新の調査研究結果や成果，蓄積されている技術情報の電子媒体（ホームページ等）を活用

した迅速かつ効果的な普及の推進 

目指す姿実現のための取組方向 
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 地域域の取組Ⅲ－９  社会的ニーズに応じた次世代造林品種の開発・生産 

県林業技術総合センターでは，林業の生産性の向上等を目的として，従来よ 

りも成長や形質に優れた第二世代精英樹（エリートツリー）の開発に取り組ん 

でいます。 

精英樹同士の交配による次世代品種の中から，初期生長が早く材質も優れて 

いるもの，曲がりなどが少なく，さらに，社会的ニーズである花粉の発生が少 

ない優良なスギを選抜していきます。 

現在，１０家系４０個体まで選抜が進んでおり，今後，更に優秀な候補木を 

絞り込んで，平成３３年度（２０２１年）までに第二世代精英樹（エリートツ 

リー）認定を受けられるように研究を進めています。認定後は，採種園を造成 

し，平成３９年度（２０２７年）からの種子生産を目指しています。 

また，合板等で需要が多く，短いサイクルでの収穫も期待できるカラマツに 

ついて，県内での造林環境を整備するため，センター内にカラマツ採種園を設 

置し，宮城県産種子の確保に取り組んでいます。現在，着花促進処理法である 

環状剥皮の試行や高木化した採種木の再生に向けた断幹作業による若返りなど 

を進めており，順調に成果が現れれば，平成３０年度（２０１８年）から種子 

生産が可能になります。   

 

 

 

エリートツリー候補木の形質等の調査 

カラマツの採種に向けた環状剥皮の実施 

取組方向

① ニーズの的確な把握や関係機関との連携等による効率的な
試験研究の実施

健全な森林の育成に向けた森林病虫獣害対策，海岸防災

林の効果的な造林・育成管理に関する技術開発の推進

森林所有者・林業事業体，国有林等との連携による低コスト

な木材生産や造林技術の研究，高性能林業機械による一貫

施業などの実証・普及の推進

③ 試験研究成果の迅速な普及と技術情報の提供

② 県民，森林所有者，業界等の研究ニーズの把握と試験研究
への反映

県及び国等のフォレスター・林業普及指導員の活動を通じた，

調査研究結果や有効な試験研究成果の市町村，企業，事業

体，森林所有者等への普及推進

最新の調査研究結果や成果，蓄積されている技術情報の電

子媒体（ホームページ等）を活用した迅速かつ効果的な普及

の推進

特用林産物等の放射性物質対策や生産再開に向けた技術，

県内原木林の再生に向けた技術開発の推進

社会的ニーズである花粉症対策の推進に向け，国との連携

による無花粉スギの開発や少花粉スギの増産

比較的早期に収穫が可能な早生樹等の普及に向けた実証

や種子等の確保に関する研究，従来品種より成長や耐病性

等に優れた第二世代の優良品種開発等の推進

目指す姿実現に向けたロードマップ（取組９）

県林業技術総合センターと県内企業や学術研究機関等との

連携による，森林ＧＩＳやＩＣＴの活用技術，ＣＬＴなど新たな分

野や多様な用途での県産材利用技術，バイオマスの効率的

な利用技術等に関する試験研究の推進

海岸防災林育成等の調査研究

森林病虫獣害の防除指導等の実施

成果報告・機関情報誌・技術情報のＨＰ掲載による研究成果の発信

調査・試験研究成果等を活用した普及指導活動（各種講習会・説明会・個別指導）の実施

特用林産物・原木林等の放射性物質汚染状況に関するデータの集積・分析

研究成果の現地実証，生産者等への発信

特性調査・エリートツリー

候補木の絞込み

品種認定・

採種園造成
試験供給採種木の育成・着花促進

成長調査・種子生産手法の研究【早生樹】 樹種決定・暫定採種園造成・育成【早生樹】

着花促進・花粉発生の有無確認・第二世代の個体選別無花粉
株の固定・育成・生長量や特性の確認

第二世代の種子の播種・
育成

第二世
代の種
子採取

低コスト施業の調査研究

一貫施業（木材生産・地拵え・造林・下刈り）の検証・普及

新たな県産材の利用・加工技術の開発などニーズに応じた試験研究の推進

研究成果の実証・普及

研究成果の実証，普及

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023

H36
2024

H37
2025

H38
2026

H39
2027
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【用語の説明】 

ＳＮＳ：インターネット上で友人を紹介しあって，個人間の交流を支援するサービス（サイト）。SNSは，Social  

Networking Service（Site）の略語。 

森林，林業・木材産業に対する県民理解の醸成 取組 10 

 

 

➊ 森林の案内人としての宮城県森林インストラクターなどの活躍によって，県民が森林とふれあ

う機会や林業について学ぶ機会が身近に増え，自然環境の保全をはじめ，森林，林業・木材産業

と県民生活との関わりについて県民の理解が深まっています。 

➋ 木製品などとのふれあいを通じて，県民の木材や木の文化への理解が深まっています。また，

子供たちが森林や林業に関して興味を持ち，自然を大切にする心が育まれ，林業をあこがれの職

業の一つとして認識しています。  

➌ 常に新鮮で県民に分かりやすい情報提供が行われており，県民の森林，林業・木材産業に対す

る正しい理解が図られています。 

 

目指す姿 

 

 

① 県民の学びをサポートする専門家の養成 

○ 一定の知識と技術を持ち，自然や森林について県民に分かりやすく解説したり，体験させる

ことができる専門家として，宮城県森林インストラクターを養成 

 ○ 県民参加型の森林整備活動などを通じた，多くの県民に対する森林環境教育の普及推進 

② 県民参加の森林づくりによる県民理解の醸成 

 ○「みやぎ環境税」などの活用による県民参加型の森林整備活動への支援 

 ○ 子供たちをはじめとする県民に対する「木育」の普及推進 

③ 小中学校における森林環境教育をサポート〔重点プロジェクト３〕 

○ 林業普及指導員や林業関係者等による（仮称）森林・林業学習コーディネーターの配置 

○ 教職員を対象とした森林，林業・環境教育サポート研修の実施 

④ 県民に分かりやすい情報提供の推進 

○ ホームページや広報誌の改良・改善 

○ ＳＮＳ等を活用した情報発信 

 

目指す姿実現のための取組方向 

県民に対する森林環境教育の普及を推進 子どもたち木育の普及を推進 
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 地域の取組Ⅲ－１０  N森林の案内人が学びをサポート 

宮城県森林インストラクターは，自然や森林について県民に分かりやすく解 

説したり，体験をサポートできる専門家として，県の養成講座を受講し，知事 

から認定された森林の案内人です。 

現在，県内には250人を超えるインストラクターがおり，ＮＰＯ法人を設 

立して，森林や林業の普及啓発活動を行っています。 

その活動は多岐にわたり，さまざまな活動を通して一般の方々を森林に案内 

したり，企業の森づくり活動で植栽や下刈りを指導したり，県民の森・こもれ 

びの森・ことりはうすの指定管理者として施設の管理，案内，体験メニューの 

企画などを行ったりと，さまざまな場面で県民が森林とふれあう機会を提供し 

ています。 

 

   

 

 

 

県森林インストラクターによる説明 

取組方向

① 県民の学びをサポートする専門家の養成

② 県民参加の森林づくりによる県民理解の醸成

「みやぎ環境税」などの活用による県民参加型の森林整備

活動への支援

子供たちをはじめとする県民に対する「木育」の普及推進

県民参加型の森林整備活動などを通じた，多くの県民に対

する森林環境教育の普及推進

④ 県民に分かりやすい情報提供の推進

③ 小中学校における森林環境教育をサポート

ＳＮＳ等を活用した情報発信

ホームページや広報誌の改良・改善

目指す姿実現に向けたロードマップ（取組１０）

一定の知識と技術を持ち，自然や森林について県民に分か

りやすく解説したり，体験させることができる専門家として，

宮城県森林インストラクターを養成

林業普及指導員や林業関係者等による（仮称）森林・林業

学習コーディネーターの配置

教職員を対象とした森林・林業・環境教育サポート研修の実

施

森林インストラクター養成支援

県民参加型の
森林整備活動
イベントの検討

小中学生を対象としたフォレスターや林業普及指導員等による森林環境教育の推進

小中学生・高校生，ＮＰＯ等団体を対象としたフォレスターや林業普及指導員等による森林環境教育の
推進

森林・林業・環境教育サポート研修の実施・推進

林業普及指導員や林業関係者によ

る学習コーディネーター登録の検討

フォレスター・林業普及指導員を中心とした森林環境教育の推進

広報誌の改良

ホームページ見

直し・改良

ホームページ見

直し・改良

ＳＮＳ等情報発

信方法の検討

ＳＮＳ等を活用した情報発信

木育活動への支援

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023

H36
2024

H37
2025

H38
2026

H39
2027
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【用語の説明】 

 ＧＡＰ：農業生産工程管理と訳され，生産工程を管理しながら農業を行うこと。ＧＡＰは，Good Agricultural Practice

の略。 

海岸防災林の再生と特用林産物の復興 取組 11 

 

 

➊ 東日本大震災により壊滅的な被害を受けた海岸防災林の植栽が完了しており，ＮＰＯなど多様

な主体の協力を得ながら適切な保育・管理が行われ，順調に生育しています。 

➋ 福島第一原子力発電所事故による特用林産物の出荷制限について，解除の取組が加速し，生産

を再開する生産者や品目が増加しています。また，きのこ栽培では，県内産の原木やオガ粉の使

用が本格的に再開されており，風評被害が低減して出荷量が増加しています。 

➌ ＧＡＰ等第三者認証取得による「食の安全・安心」の見える化や６次産業化に取り組む生産者

が増加し，新たな販路拡大や生産効率の向上により持続的な経営体制が構築されています。 

 

 

目指す姿 

 

 

① 海岸防災林の再生と適切な維持管理〔関連：重点プロジェクト５〕 

○ 国有林と連携し，被災した海岸防災林の早期復旧を推進（被災面積７５０haの植栽） 

○ 保育管理や巡視活動における多様な主体との協働など，海岸林保護組合に代わる新たな管

理・巡視体制の構築 

○ みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動協定締結団体等との連携及び活動支援 

② 福島第一原子力発電所事故による放射能汚染問題への対応 

○ 放射性物質検査の徹底による安全・安心な特用林産物の提供 

○ 特用林産物の出荷制限解除に向けた支援強化 

○ 実証事業，非破壊検査機導入等による県内産原木及びオガ粉の使用再開を推進 

○ 森林のモニタリング等による継続的なデータの収集・蓄積 

 ○ 県民への分かりやすい情報提供と風評被害の払拭 

③ 特用林産物の生産性向上と新たな販路や需要の開拓〔関連：重点プロジェクト４〕 

○ ＧＡＰ等第三者認証の取得支援 

○ 生産技術向上や生産施設整備への支援 

○ ６次産業化や冷凍品等による魅力ある商品の開発や異業種連携の促進 

○ 輸出など新たな販路拡大に向けた支援 

○ マーケットイン型の販売方法の支援 

○ 若年層や健康関連分野への販路開拓 

目指す姿実現のための取組方向 

東日本大震災からの復興と発展 政策Ⅳ 
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 地域の取組Ⅳ－１１－①  海岸防災林の再生に向けた取組 

被災した海岸防災林の再生は，多くの県民や団体が関わり進められています。こ  

れらの団体等は，県や地元市町と協定を締結し，連携しながら取り組んでおり延べ 

２７団体が苗木の植栽や下草刈りなどに関わり，平成２９年（２０１７年）８月末 

現在で，約１２３ｈａが整備されています。 

公益財団法人オイスカは，地元の被災農家が中心の「名取市海岸林再生の会」と 

ともに，名取市内約９０ｈａの海岸防災林の再生を目指し，苗木作りから海岸林の 

再生に取り組んでいます。 

 この取組は海岸防災林と地域社会を繋ぎ，被災農家の雇用も生み出しました。平 

成2９年7月末までに，約２７万本の苗木を生産し，約４４ｈａの植栽活動が行わ 

れており，延べ約４，６００人の雇用が創出されました。 

この一連の活動が評価され，公益財団法人オイスカと「名取市海岸林再生の会」は，第1回インフラメンテナンス大賞※を，

また「名取市海岸林再生の会」は，平成２８年度（２０１６年）の山林種苗品評会において林野庁長官賞を受賞しました。 

   

 

 

 

再生が進む海岸防災林 

(名取市 平成 29年 5月) 

※インフラメンテナンス大賞とは，国内の社会資本のメンテナンスに係る優れた取組や技術開発を表彰し，インフラメンテナンスの理念の普及を図るもの。 

 地域の取組Ⅳ－１１－②  ＧＡＰ取得による食の安全・安心の見える化 

県内有数の菌床しいたけ生産量を誇る農事組合法人水鳥は，東日本大震災で栽培 

棚が倒壊する等，甚大な被害に見舞われましたが，補助制度の活用等により早期の 

復旧を果たしました。復旧後は「乾燥しいたけスライス」などの新商品開発を積極 

的に進め，生産及び販路の拡大に戦略的に取り組んでいます。また，同法人は平成 

２０年（２００８年）に県内で初めてしいたけの JGAP認証を，平成２８年には 

全国で初めてしいたけのGLOBALG.A.P認証を取得しており，食の安全・安心や 

環境に配慮した商品づくりに取り組んでいます。 

 

   

 

 

露地栽培しいたけの生産管理指導 

取組方向

① 海岸防災林の再生と適切な維持管理

保育管理や巡視活動における多様な主体との協働など，海

岸林保護組合に代わる新たな管理・巡視体制の構築

みやぎ海岸林再生みんなの森林づくり活動協定締結団体等

との連携及び活動支援

② 福島第一原子力発電所事故による放射能汚染問題への対応

③ 特用林産物の生産性向上と新たな販路や需要の開拓

放射性物質検査の徹底による安全・安心な特用林産物の提供

特用林産物の出荷制限解除に向けた支援強化

実証事業，非破壊検査機導入等による県内産原木及びオ

ガ粉の使用再開を推進

ＧＡＰ等第三者認証の取得支援

生産技術向上や生産施設整備への支援

目指す姿実現に向けたロードマップ（取組１１）

国有林と連携し，被災した海岸防災林の早期復旧を推進

（被災面積７５０haの植栽）

森林のモニタリング等による継続的なデータの収集・蓄積

県民への分かりやすい情報提供と風評被害の払拭

６次産業化や冷凍品等による魅力ある商品の開発や異業

種連携の促進

輸出など新たな販路拡大に向けた支援

マーケットイン型の販売方法の支援

若年層や健康関連分野への販路開拓

検査計画に基づく出荷前検査実施

出荷制限解除に向けた検査及び栽培工程管理指導

原木林調査

非破壊検査機導入による原木林検査

県内産原木及びオガ粉供給

森林の放射性物質調査

安全安心のＰＲ・販売促進支援

ＨＰ等による検査結果の公表

ＧＡＰの更新支援・販売支援

ＧＡＰの取得支援（補助事業） ＧＡＰの取得支援（継続）

テスト輸出等への支援

加工・パッケージ開発支援 輸出の定着・拡大支援

若年層への調理方法等ＰＲ 健康関連企業への販売ＰＲ

市場ニーズに即したサプライチェーンの確立支援

新技術・新品種及び生産施設導入支援

異業種との連携体制整備支援

６次産業化等での商品開発支援

販売促進支援

放射性物質汚染低減化対策の実施

新たな管理体制の構築 管理・巡視の支援

海岸防災林の復旧

森林づくり活動団体公

募及び活動支援
協定更新団体に対する活動支援

H30
2018

H31
2019

H32
2020

H33
2021

H34
2022

H35
2023

H36
2024

H37
2025

H38
2026

H39
2027
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地域資源をフル活用した震災復興と発展 取組 12 

 

 

➊ 被災地の国際認証材がオリンピック・パラリンピック関連施設で使用され，震災復興を世界に

向けて発信する機会になるとともに，木材利用に止まらず，認証取得が一つの地域ブランドとな

って観光や物産，交流人口の拡大に寄与し地域振興が図られています。 

➋ 復旧した海岸防災林や防潮堤が防災教育，環境学習，レクリエーションの場として県民に広く

活用されるとともに，観光とも連携しながら県外や海外から多くの人が訪れるなど，震災の教訓

を伝承する場となっています。 

 

目指す姿 

 

 

① 公共施設等への認証材活用の促進〔関連：重点プロジェクト４〕 

○ 認証材の活用促進に向けたガイドラインや標準仕様書の作成など活用環境の整備 

② 森林認証を核とした地域振興の推進〔関連：重点プロジェクト４〕 

 ○ 森林認証取得及び認証材を活用した地域振興モデルの支援 

 ○ 認証材の普及，ＰＲ支援 

③ 震災の教訓伝承と交流人口の拡大〔関連：重点プロジェクト５〕 

○ 海岸林の歴史，県民生活との関わり，震災からの復旧の歩みなどを来訪者に伝える広報資料

の作成 

○ 海岸林の重要性や震災の教訓伝承などを目的としたシンポジウム等の開催 

目指す姿実現のための取組方向 

森林認証を核とした地域振興の推進 海岸林の重要性や震災の教訓を伝承 
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 地域の取組Ⅳ-12 12役場新庁舎にＦＳＣ森林認証材 

東日本大震災で被災した南三陸町役場が，平成２９年（２０１７年）９月に 

高台に再建されました。再建された新庁舎には，県内初のＦＳＣ（ＦＭ）認証 

を取得した町産のスギ材がふんだんに使用され，環境配慮型の林業や持続可能 

なまちづくりを発信する復興のシンボルとなっています。 

町内の森林所有者や林業関係者で設立された「南三陸森林管理協議会」が， 

新庁舎を地域の木材で再建し復興につなげようと町に働きかけ実現したもので 

す。内装材や事務机など全体の9割に町産の認証材を使用し，公共建築物では 

全国初となる「全体プロジェクト認証」を取得しました。これは甚大な震災被 

害を受けた町の再起を象徴する取組としてテレビや新聞等でも大きく取り上げ 

られました。また，登米市でも，ＦＳＣ認証取得の取組が広がっています。登 

米市が平成２８年（２０１６年）に市有林約2,700ヘクタールを対象に FSC 

森林認証を取得したほか，市，地元森林組合等をメンバーとする「登米市森林 

管理協議会」が設置され，生産森林組合や個人所有林での認証取得が進んでい 

ます。 

南三陸町及び登米市では，製材・加工者のCoC認証を進め，認証材の流通 

チェーンを確立しながら，住宅・建築用材だけでなく，家具用材，製紙用材な 

ど多様な供給ルートの開拓を進めています。 

 

 

 

 

公共建築物で全国発の全体プロジェクト 

認証取得（南三陸町役場） 

登米市の認証材を使ったモニュメント 

（道の駅「三滝堂」） 

海岸林の重要性や震災教訓を伝承

取組方向

② 森林認証を核とした地域振興の推進

① 公共施設等への認証材活用の促進

③ 震災の教訓伝承と交流人口の拡大

海岸林の歴史，県民生活との関わり，震災からの復旧の歩

みなどを来訪者に伝える広報資料の作成

海岸林の重要性や震災の教訓伝承などを目的としたシンポ

ジウム等の開催

目指す姿実現に向けたロードマップ（取組１２）

森林認証取得及び認証材を活用した地域振興モデルの支

援

認証材の普及，ＰＲ支援

認証材の活用促進に向けたガイドラインや標準仕様書の作

成など活用環境の整備

海岸林の重要性を伝える

シンポジウム等の開催

海岸林の歴

史等に係る情

報収集

広報資料の作成・普及

ガイドライン等作

成のための情報

収集（他県等）

ガイドライン等

作成・普及
認証材活用の公共建築物の増加

認証材製品の商

談会等を支援

認証材を活用したモデル事業等を表彰しPR

森林認証等取得支援事業を活用（拡充）した地域振興モデルを支援・PR

認証材製品のPR，販売等を支援

H30
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第３節 目標指標 

 

本ビジョンでは，宮城の森林，林業・木材産業が目指す姿を実現するために取り組む４つの政策の 

  有効性や効果を検証するため，下記のとおり数値化した１８項目の目標指標を設定します。 

 なお，この目標指標は，県が行う取組のみで達成できるものではなく，県民をはじめとして林業・

木材産業の関係団体及び事業体や国，市町村などと力を合わせて達成していこうとするものです。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 目標指標の設定 

林業・木材産業の一層の産業力強化 政策Ⅰ 

森林の持つ多面的機能のさらなる発揮 政策Ⅱ 

２ 目標指標一覧 

番号 目標指標 現  況 目標 H39(2027) 

１ 素材生産量         〔年間〕 
H28(2016) 

586 千 m3 
700 千 m3 

2 林業（木材）産出額     〔年間〕 
H27(2015) 

44 億円 
56 億円 

3 木材・木製品出荷額     〔年間〕 
H27(2015) 

763億円 
980 億円 

4 
木質バイオマス活用施設導入数 

〔累計〕 

H28(2016) 

41 基 
60 基 

5 
ＣＬＴを用いた建築物の建設棟数 

〔累計〕 

H28(2016) 

2 棟 
54 棟 

6 森林経営計画の策定率    〔累計〕 
H28(2016) 

29 ％ 
60 ％ 

番号 目標指標 現  況 目標 H39(2027) 

7 間伐実施面積        〔年間〕 
H27(2015) 

2,714 ha 
5,600 ha 

8 植栽面積          〔年間〕 
H27(2015) 

216 ha 
400 ha 

9 松くい虫被害による枯損木量 〔年間〕 
H28(2016) 

13,700 m3 
10,000 m3 

10 保安林の指定面積      〔累計〕 
H28(2016) 

67,203 ha 
70,872 ha 

11 
山地災害危険地区（Ａランク）の 

治山工事着手率       〔累計〕 

H28(2016) 

56 ％ 
65 ％ 
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目標指標１ 素材生産量〔年間〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

県内で生産される素材（丸太）の生産量です。ＣＬＴの活用促進，素材流通の合理化，木質バイオマス利用の増加 

などにより，過去最高となる７０万 m3を目標とします。（出典：農林水産省「木材需給報告書」） 

 

目標指標２ 林業（木材）産出額〔年間〕 

                           

 

 

 

 

 

 

 

県内における林業生産活動によって生み出される生産額のうち，「木材生産」部門の額です。素材生産量が増加 

することにより，産出額も５６億円を目標とします。（出典：農林水産省「生産林業所得統計報告書」） 

森林，林業・木材産業を支える地域や人材の育成 政策Ⅲ 

12 新規林業就業者数      〔年間〕 
H28(2016) 

54 人 
100 人 

13 
森林施業プランナー雇用 

林業事業体数        〔累計〕 

H28(2016) 

7 事業体 
28 事業体 

東日本大震災からの復興と発展 政策Ⅳ 

14 林業（特用林産物）産出額  〔年間〕 
H27(2015) 

36 億円 
46 億円 

15 
宮城県森林インストラクター 

認定者数          〔累計〕 

H28(2016) 

578 人 
900 人 

16 
海岸防災林（民有林）の造成面積 

〔累計〕 

H28(2016) 

228 ha 
750 ha 

17 
原木きのこ出荷制限（自粛） 

解除生産者数        〔累計〕 

H28(2016) 

31 人 
66 人 

18 
特用林産生産施設の 

ＧＡＰ認証取得数      〔累計〕 

H28(2016) 

2 件 
15 件 

番号 目標指標 現  況 目標 H39(2027) 

番号 目標指標 現  況 目標 H39(2027) 

３ 目標指標の過去の推移 
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目標指標３ 木材・木製品出荷額〔年間〕 

 

  

 

 

 

 

 

 

     県内の製造品出荷額のうち，合板製造業，建築用木製組立材料製造業，一般製造業などの「木材・木製品」の 

額です。県産木材を利用した製品の認知度や評価が高まり，利活用が進むことにより，９８０億円を目標とします。 

（出典：宮城県「宮城県の工業」） 

 

目標指標４ 木質バイオマス活用施設導入数〔累計〕 

 

                          

 

 

 

 

 

 

     県内の木質バイオマス活用施設の導入数です。県内一円にバランスよく中小規模の木質バイオマス活用施設を 

導入するとともに，企業等による大型発電施設の稼働などにより，６０基を目標とします。(出典：宮城県業務資) 

 

目標指標５ ＣＬＴを用いた建築物の建設棟数〔累計〕 

            

                          

 

 

 

 

 

 

 

県内におけるＣＬＴパネル工法による建物のほか，床や壁などにＣＬＴを部分使用した建築物の建設棟数です。 

設計・建築技術者の育成が進み，公共施設をはじめ民間での活用も伸びることにより，５４棟を目標とします。 

（出典：宮城県業務資料） 

 

目標指標６ 森林経営計画の策定率〔累計〕 

 

                      

 

 

 

 

 

 

     森林法に基づき，持続的な森林経営を推進するために面的でまとまりのある森林を単位として施業等を計画す 

る「森林経営計画」が策定された森林の割合です。林地台帳の整備が進み，森林所有者の特定が容易になることな 

どにより，６０％を目標とします。（出典：宮城県業務資料） 
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目標指標７ 間伐実施面積〔年間〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

間伐が行われた県内民有林の面積です。二酸化炭素吸収機能や水源かん養機能など森林の公益的機能を高度 

に発揮していくために，毎年５，６００haの間伐を行っていくことを目標とします。（出典：宮城県業務料） 

 

目標指標８ 植栽面積〔年間〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

    植栽が行われた県内民有林の面積です。将来の森林資源の確保に向けて植栽面積を拡大させていく必要があ 

るため，近年の実績の約２倍である４００haを目標とします。（出典：宮城県業務資料） 

 

目標指標９ 松くい虫被害による枯損木量〔年間〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

     県内の民有林における松くい虫被害による枯損木量です。震災後，十分な対策ができなかったことなどによ 

り一時増加した被害量は，平成２８年度（２０１６年）には震災前のレベルを下回ったことから，被害が急激に 

増加しつつあった昭和６０年（１９８５年）前後のレベルである１０，０００m3を目標とします。 

（出典：宮城県業務資料） 

 

目標指標１０ 保安林の指定面積〔累計〕 

 

                     

 

 

 

 

 

 

森林法に基づき指定された，民有保安林の面積です。公益的機能の発揮を確保する必要がある特に重要な森 

林について，毎年計画的に保安林として指定していくこととしており，７０，８７２haを目標とします。（出 

典：宮城県業務資料） 
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目標指標１１ 山地災害危険地区（Ａランク）の治山工事着手率〔累計〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

      山地に起因する災害が発生するおそれのある「山地災害危険地区」のうち，最も危険度が高い地区（Ａ 

       ランク）における治山工事の着手率です。年間３～４地区について新規着手することにより，６５％を目標 

とします。（出典：宮城県業務資料） 

                                               

目標指標１２ 新規林業就業者数〔年間〕 

 

  

 

 

 

 

 

 

       県内の林業事業体への新規就業者数です。素材生産量の増加目標を達成するために必要な林業就業者 

を確保するため，必要となる新規就業者数１００名を目標とします。（出典：宮城県業務資料） 

 

目標指標１３ 森林施業プランナー雇用林業事業体数〔累計〕 

 

  

 

 

 

 

 

 

森林施業の集約化と森林経営計画策定推進の中核を担う「森林施業プランナー」を雇用している林業 

事業体の数です。森林経営計画の策定率目標を達成するため，県内の林業事業体（認定事業体）の６割と 

なる２８事業体を目標とします。（出典：宮城県業務資料） 

                                                                                                          

目標指標１４ 林業（特用林産物）産出額〔年間〕 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

県内における林業生産活動によって生み出される生産額のうち，きのこ類など「特用林産」部門の額 

です。消費拡大や生産技術向上による生産量の増加などにより，４６億円を目標とします。（出典：農林 

水産省「生産林業所得統計報告書」） 
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目標指標１５ 宮城県森林インストラクター認定者数〔累計〕 

 

  

 

 

 

 

 

 

     宮城県が認定する森林インストラクターの累計認定者数です。毎年３０名程度の認定を目指していくことと 

し，９００人を目標とします。（出典：宮城県業務資料） 

 

目標指標１６ 海岸防災林（民有林）造成面積〔累計〕 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

      東日本大震災による海岸防災林（民有林）の被害面積のうち，植栽を伴う復旧が必要な面積です。目標面 

積７５０haについて，平成３２年度（２０２０年）までに復旧を完了させる予定です。 

（出典：宮城県業務資料） 

 

目標指標１７ 原木きのこ出荷制限（自粛）解除生産者数〔累計〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     国による出荷制限指示，もしくは県による出荷自粛措置が解除された県内の生産者数です。生産再開を希 

望する６６名全員が解除されることを目標とします。（出典：宮城県業務資料） 

 

目標指標１８ 特用林産生産施設のＧＡＰ認証取得数〔累計〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    県内の特用林産生産施設におけるＧＡＰ認証を取得した件数です。食の安全・安心の見える化に取り組む生 

産者が増加するとともに，取得支援により，１５件を目標とします。（出典：宮城県業務資料） 
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第１節 ５つの重点プロジェクト 

県では，第３章で掲げた宮城の森林，林業・木材産業の目指す姿の実現に向け，第４章で掲げた
４つの政策推進の基本方向と１２の取組に沿って各種施策を積極的に展開していきます。 

  本章では，５０年後，１００年後の宮城の森林，林業・木材産業の姿を考えた際に，県がこの 
１０年間で取り組む施策の中でも特に力を注いでいくべき取組を「重点プロジェクト」として５つ
設定し，国，市町村，森林，林業・木材産業関係者はもとより，県民や企業，ボランティア団体な
ど多様な主体の協力を得ながら推進していきます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 5 章 重点プロジェクト 

（きのこ等の特用林産物生産者）

【重点プロジェクト５】

海岸防災林の活用等による震災の教訓伝

承と交流人口の拡大

ドローン・航空レーザによる森林調査

新たな森林管理・

整備体制の構築

一貫作業システム，エリートツリー，

低密度植栽技術等の導入による経費縮減

素材生産現場のＩＣＴ化

民間の力を活用した海岸防災林の管理

海岸防災林を活用したイベントの

開催等による震災教訓伝承，交流人口の拡大

技能者育成に向けた宮城県独自の研修制度構築

【重点プロジェクト３】

経営能力の優れた経営者の育成，新規就

業者の確保

ＣＬＴ建築の普及，

新たな木材需要創出

（製材工場・合板工場・製紙工場，

木質バイオマス発電所）

原木，製材品の輸出

【重点プロジェクト１】

新たな素材需給システムと木材需要創出

県外工場での高次加工，

トラック輸送の効率化

（木材を活用する企業）

（国際森林認証材を

加工する工場）

（食品加工工場）

（意欲のある森林組合・民間林業事業体）

本県の有する木材需要ポテンシャルを最大限に活かす

とともに，川上から川下までが連携して県産木材を余すこ

となく利用することで，より一層の林業・木材産業の競争

力強化を図ります。

森林資源の循環利用を推進し，森林の多面

的機能の持続的な発揮を図るため，自ら森林管

理ができない所有者に代わる新たな管理実行

体制を構築し，主伐・再造林対策を推進します。

経営能力に優れた経営者を育成し，儲かる林業と持続的

成長が可能な活力ある林業を実現します。また，林業就業

者が安心してキャリアアップできる環境を整備し，林業を魅

力ある職業とすることで新規就業者の確保を図ります。

海岸防災林の管理について民間の力を活用した

仕組みを構築するとともに，海岸防災林を広く活用

し，震災の教訓伝承や交流人口の拡大を図ります。

【重点プロジェクト２】

主伐・再造林による資源の循環利用

儲かる林業実現のための経営者育成

ＧＡＰ，国際森林認証の

取得による競争力強化

【重点プロジェクト４】

地域・産業間連携による地域資源の活用

森林資源を活用した新たな商品やサービスの創出によ

り地域活性化を図るとともに，震災復興を支援してくれた

人・他産業と新しいネットワークを築き，持続的な林業経

営と地域産業の振興を促進し，復興を超えた発展を実現

します。

地域間・異業種間との連携した新商品開発

コールドチェーンなどの新しい流通体制の構築
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減少する住宅需要に代わる新たな木材需要の創出と，森林資源のフル活用に向けた木材流通改革

低迷している再造林問題の解決に向け，新たな森林管理体制の構築により森林更新を推進

真に魅力ある林業，あこがれの林業へと進化するため組織を創造的に改革・けん引する優れた経営者を育成

異業種・他分野・他産業との連携から森林資源活用の可能性を広げ，新しい価値，豊かな暮らしを提案して復興を発信

再生が進む海岸防災林を人が集まる，交流する，震災を伝承する場とするため，民間の力を活用した新しい管理・保全・活用の仕組みを構築

重点プロジェクト１

重点プロジェクト２

重点プロジェクト３

重点プロジェクト４

重点プロジェクト５

各重点プロジェクトを進める上での視点

（きのこ等の特用林産物生産者）

【重点プロジェクト５】

海岸防災林の活用等による震災の教訓伝

承と交流人口の拡大

ドローン・航空レーザによる森林調査

新たな森林管理・

整備体制の構築

一貫作業システム，エリートツリー，

低密度植栽技術等の導入による経費縮減

素材生産現場のＩＣＴ化

民間の力を活用した海岸防災林の管理

海岸防災林を活用したイベントの

開催等による震災教訓伝承，交流人口の拡大

技能者育成に向けた宮城県独自の研修制度構築

【重点プロジェクト３】

経営能力の優れた経営者の育成，新規就

業者の確保

ＣＬＴ建築の普及，

新たな木材需要創出

（製材工場・合板工場・製紙工場，

木質バイオマス発電所）

原木，製材品の輸出

【重点プロジェクト１】

新たな素材需給システムと木材需要創出

県外工場での高次加工，

トラック輸送の効率化

（木材を活用する企業）

（国際森林認証材を

加工する工場）

（食品加工工場）

（意欲のある森林組合・民間林業事業体）

本県の有する木材需要ポテンシャルを最大限に活かす

とともに，川上から川下までが連携して県産木材を余すこ

となく利用することで，より一層の林業・木材産業の競争

力強化を図ります。

森林資源の循環利用を推進し，森林の多面

的機能の持続的な発揮を図るため，自ら森林管

理ができない所有者に代わる新たな管理実行

体制を構築し，主伐・再造林対策を推進します。

経営能力に優れた経営者を育成し，儲かる林業と持続的

成長が可能な活力ある林業を実現します。また，林業就業

者が安心してキャリアアップできる環境を整備し，林業を魅

力ある職業とすることで新規就業者の確保を図ります。

海岸防災林の管理について民間の力を活用した

仕組みを構築するとともに，海岸防災林を広く活用

し，震災の教訓伝承や交流人口の拡大を図ります。

【重点プロジェクト２】

主伐・再造林による資源の循環利用

儲かる林業実現のための経営者育成

ＧＡＰ，国際森林認証の

取得による競争力強化

【重点プロジェクト４】

地域・産業間連携による地域資源の活用

森林資源を活用した新たな商品やサービスの創出によ

り地域活性化を図るとともに，震災復興を支援してくれた

人・他産業と新しいネットワークを築き，持続的な林業経

営と地域産業の振興を促進し，復興を超えた発展を実現

します。

地域間・異業種間との連携した新商品開発

コールドチェーンなどの新しい流通体制の構築
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重点プロジェクト１－ 新たな素材需給システムと木材需要創出 ～年間生産７０万 m3への挑戦～ － 

目 的 
 本県は東北地方最大の消費地仙台を擁しているほか，全国有数の合板製造，大型製材，製紙の集積における旺盛
な原木需要を有しています。その上で，これらのポテンシャルを最大限に活かし，川上から川下が連携して県産木
材を余すところなく活用していくことで，より一層の県内林業・木材産業の産業力強化を目指し林業振興を図って
いきます。  

実施内容〔関連施策：取組 １ ・２ ・９ 〕 
① ＣＬＴ建築の普及を最重点にして，積極果敢に新たな木材需要創出の取組を進めます。 
② 製材加工の水平連携による効率化を進めるとともに，必要な高次加工製材品を県外工場と連携して製作するな 
ど，新たな設備投資を抑えた加工・製品流通の進展により県産木材の活用を促進します。 

③ 木質バイオマス活用による森林資源の地域循環推進や，余剰原木などの海外輸出や広葉樹素材のネット取引 
など，未利用資源の需要を開拓します。 

みやぎの林業・木材産業パワーアップ 

原 木 流 通 の 合 理 化 に 必 要 な 基 盤 整 備 

 

 

中高層建築物への活用促進 

 

 

店舗，アパート，事業所 etc 

 

 

設計技術者などの育成 

① 
Ｃ 
Ｌ 
Ｔ 
普
及 
拡
大 

オールみやぎ の体制づくり 

ユニット化による用途拡大 

ＲＣ，Ｓ造における複合利用 

 
 
 
製材の効率化と製品安定供給 

 
 
 
 
県外工場と連携し県産材積極活用 

 
 
 
 
輸送ネットワークで空荷ゼロ 

高次加工のアウトソーシング

製材加工の水平連携 

トラック輸送の効率化 

◆ 素材生産現場のＩＣＴ化        ◆ 需要者の情報集約  
◆ 原木情報を集約した仮想ヤードの運用    ◆ 森林資源管理情報との連携 

公共施設で率先活用 

木造中高層ビル群が市街地に 

ユーザーが求める品質・数量・納期に応じた供給体制の構築 

  中国・韓国・台湾へ定期便 

   バイオマス活用施設を県内一円に配置 

県産材を無駄なくフル活用 
 生産量７０万ｍ３へ挑戦 

販売情報 

在庫管理 

森林資源 

情報 

生産管理 

情報 

輸送情報 

製材品流通をコーディネート 

 大型トレーラー輸送 

   みやぎの広葉樹 ネットで 全国へ 

チ ッ プ 用 合 板 用 
製 材 用 

木質バイオマス活用 

 

 

森林資源の地域循環利用推進 

 

 
 
広葉樹にビジネスチャンス 

 

 

土木資材用原木等の輸出支援 

 

木質バイオマス利用促進 

広葉樹素材のネット販売 

余剰原木等の輸出 

原木需給情報 
一元化  

ナイス（株） 三菱地所（株） 

加
工
・
製
品
流
通 

の
合
理
化 

② 

新

た

な

木

材

需

要

創

出

策 

③ 
 未

利
用
資
源
の 

需
要
開
拓 

 

情報の一元管理で県産木材をフル活用！ 
多様な需要創出で森林所有者へ利益還元！ 

 



新みやぎ森林・林業の将来ビジョン 2018－2027 

59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点プロジェクト２ － 主伐・再造林による資源の循環利用 － 

目 的 

 人工林を中心とした森林資源は本格的な利用期を迎えている一方，林業を取り巻く環境は，林業採算性の悪化や森

林所有者の経営意欲の減退等により再造林率は低迷し，森林の公益的機能の低下が懸念される状況にあります。 

 森林資源の循環利用を推進し，森林の多面的機能の持続的な発揮に向けて，自ら森林管理ができない所有者に代わ

る新たな管理実行体制を構築し，主伐・再造林対策を推進します。 

実施内容〔関連施策：取組 ３ ・４ ・５ ・９ 〕 

① 森林所有者との森林施業管理委託（長期契約）等により，意欲と能力のある林業事業体への施業集約を推進しま 

す。 

② 民間資金を活用した再造林等への支援の拡充や新たな森林管理体制の検討を行います。 

③ 森林管理の担い手としての林業事業体の組織体制強化を図ります。 

④ 施業の低コスト化に向けて，事業体間の連携，省力化施業や技術開発を進めます。 

⑤ 森林情報等を活用した管理経営の集積・集約化を進めます。 

 
 

伐ったら直ぐ植える 
「一貫作業システム」 

主伐・再造林推進による森林更新 

本格的な利用の時期を 
迎えたみやぎの人工林 

技
術
の
普
及 

森林所有者 

自らが管理 

できない 

■民間資金を活用した再造林支援等 
・「みやぎ森林づくり支援センター」 

等の民間支援の拡充 

・国の施策も踏まえた新たな森林管理体制の検討 
支援体制の協議 

■林業事業体の組織体制強化 
・生産性向上，事業合理化 

・森林施業プランナー，オペレーター養成 
研修による事業体 
の育成 

■森林施業の連携・省力化 
・主伐・再造林の一貫作業システム定着 

・森林組合と民間事業体との協働 

 
一貫施業型への転換 

森
林
施
業
管
理
委
託
（長
期
契
約
） 

森
林
経
営
計
画 

意
欲
と
能
力
の
あ
る 

林
業
事
業
体
に
集
約 

施業コスト削減技術の開発 

○一貫作業システムの確立 
・コンテナ苗の活用 

・地拵えの省略 

・下刈り回数削減 

○エリートツリー開発 
○早生樹の研究 

第２世代精英樹の選抜 

機械を活用した地拵え・植栽 

国・県 

市町村 森林ＧＩＳ等を活用した森林情報 

 

・境界確定 

・森林所有者情報 

・木材生産適地， 

環境保全林の選定 
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重点プロジェクト３ － 経営能力の優れた経営者の育成、新規就業者の確保 － 

 

目 的 
 経営環境の変化や課題を適切にとらえ，組織を創造的に改革・けん引する経営能力に優れた経営者を育成
することにより，儲かる林業と持続的成長が可能な活力ある林業を実現します。また，継続的・体系的な研
修により，林業就業者が安心してキャリアアップできる環境づくりを行い，魅力のある職業として新規就業
者を確保することを目的とします。  

実施内容〔関連施策：取組 １ ・７ ・10〕 
① 林業事業体の経営者に対し，儲かる林業のための経営ノウハウと，人材育成に関する実践的なセミナー
を実施し，優れた経営者を育成することを支援します。 

② 経験年数に応じた体系的な育成研修を実施し，林業就業者の定着化と着実なキャリアアップやステップ
アップに向けて総合的に支援します。 

③ 小中学生，高校生それぞれの段階において教育機関と連携し，児童・生徒に環境や自然を守る大切な仕
事として林業を認識してもらうための体験学習を実施します。 

これからの宮城の林業人材育成 

優れた経営者 
の育成 

生産性向上 
事業の合理化 

組織の活性化 

他事業体との 
協業・協力 

労働環境・条件の改善 
賃金の向上 

 儲かる林業・魅力ある林業 

新たなイノベーションを目指す 
経営者のための研修  

○小・中 
学生に林業 

の現場や就業者 
の生の声を体験 
する機会を創出 

 
 
 
 
 

 
 

○林業副読本を基に，自然や
環境，地域を守る大切な仕事
であることを伝える 

 
○林業を就業の選択肢としてもらうた
めの高校生向け就業体験会を実施 

 
○就業前に仕事内容 
の理解を深め，定着 
化を促すためのイン 
ターンシップを推進 

 

１～３年 

５年頃～ 

３年頃～ 

１０年～ 

継続的な官民連携研修の実施 

○林業の就業相談 

(林業基礎講座・仕事のＰＲ) 
 
○チェーンソー・防護服 
等の購入費を助成 
 

○ＵＩＪターン対策 
として定住のため 
の家賃等の補助 

 

 

■林業の仕事の基本を研修 

■仕事に最低限必要な資格を取得 

○集約化を推進する森林施業プランナーを養成 
○初級者向け森林作業道作設オペレーター研修 

■指導者や経営者になるための 

高度な研修 

経営基盤の強化 
 

○ 異業種間の視察・研修 
○ ビジネス交流と協業体制 
○ 参加・実践型セミナー 
○ 人材育成の手法 

 

 持続可能な 
人材育成の実現 

新規就業者への支援 

経験年数に応じた体系的な育成 
キャリア・ステップアップ 

 

■専門性の高い内容 
の研修 

 
■低コスト化に直結 
 する技術の習得 

■組織の中心的な役割を果たすための研修 

■現場に応じた最善の手法を選択 

林業をあこがれの職業とする 
小中高校生への就業体験 

 

 
○ 人を育てるための意識改革 

○ 経営意欲の醸成 
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重点プロジェクト４ － 地域・産業間連携による地域資源の活用 － 

目 的 

森林資源を活用した魅力ある新たな made in 「みやぎ」の商品やサービスを創出することで，地域を活性化しま

す。また，これら商品を通して，復興を支援してくれた人や連携・協力してくれた他産業と新しいネットワークを

築くことで，持続的な林業経営と地域産業の振興を推進し，復興を超えた発展を実現します。 

 

実施内容〔関連施策：取組 ３ ・８ ・９ ・11・12〕 

① 企業や工業デザイナーなど異業種とのマッチングにより，環境に配慮した森林・木材や安全安心なきのこに 

更なる魅力を付加し，消費者の嗜好性を満足する地域ブランドを開発します。 

 ② ＦＳＣ認証木材やＧＡＰ認証きのこなどの流通促進とロット確保により地域ブランドの製造・販売促進を図

ります。また，新しい流通体系を構築することで，国内外における販路の拡大を図ります。  

③ 地域ブランドを生み出す認証森林や栽培施設を活用した体験ツアーなど新サービスの提供や，交流施設の整 

備によって交流人口を拡大し，震災からの復興と発展を図ります。  

コールドチェーン・輸出等の 
新たな流通システムでの需要開拓 

魅力ある made in 『みやぎ』の創出 

認証製品が当たり前に 

ネット販売や大手スーパーで販売 

 

木材市場や青果市場において 

認証生産物や認証材取引が拡大 

認証 

✓ＧＡＰ 

✓ＦＳＣ 

等 

 

作り手 

✔ 森林づくり  

✔ きのこ作り 

 

 

・認証の取得・拡大支援 

・認証制度 PR 

・生産性向上支援 等 

・製品開発支援 

・マッチング支援 等 

認証を全県に拡大し，異業種間連携により認証製品の商品開発・ブランド化等を支援します。 

異業種 

✔ ﾃﾞｻﾞｲﾅｰ  

✔福祉施設 

✔食品会社 

 
・地域振興モデル支援 

・輸出の支援 等 
認証材の学習机や 

公共建築物への利用拡大 認証生産物・認証商品の 

認知度向上 

認証森林・認証木材の 

認知度向上 

認証森林を活用した森林トレイル等 
新サービス創出 

地域ブランド生産現場での 

消費者見学会による交流人口の増加 

地元の職人を応援。 

ものブランドから地域ブランドへ 

異業種連携により機能性・デザイン
性・嗜好性に富んだ認証製品が流通 

新しい価値 

豊かな暮らしの創造 
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重点プロジェクト５ － 海岸防災林の活用等による震災の教訓伝承と交流人口の拡大 － 

目 的 
 復興支援から生まれた新たな絆をもとに，ＮＰＯ等の民間の力を活用して，県民等が主体的に関わる新しい
海岸防災林の管理・保全・活用の仕組みを構築します。また，新たな仕組みを通じて，多くの人が参加・連携・
交流を深め，海岸防災林が人々に親しまれ，大切にされる場所として，さらに震災の教訓を伝承する場所とし
て，将来にわたって適切に維持されていくことを目指します。 

実施内容〔関連施策：取組 ９ ・11・12〕 
① 国，県，市町と協定を結んだ民間活動団体等が中心となって，海岸林整備や環境・防災教育などのイベン 
トを継続的に実施していける仕組みを整備します。 

② 記録誌の作成やシンポジウム開催等により，海岸防災林再生の取組などを広く紹介し，海岸防災林の重要 
性を普及します。 

民間活動団体との連携による

植樹活動 

・みやぎ海岸林再生みんなの森林づ

くり活動支援 

・国・市町との連携・情報共有 

 

みやぎの防災林管理パートナ

ーシップ体制の確立 

・官民一体となった海岸林管理ネッ

トワークの構築 

・育林体験ツアー，交流会 

 

植栽面積 
約 1,300ha 
民有林 750ha  
国有林 550ha 

 

再生した海岸防災林の多様な活用 

・森林・林業教育活動のフィールドとしての利用 

 

植 栽 

保 育 

再生した宮城の海岸防災林を全国に発信 
～人が集まる，交流する，震災を伝承する場所へ～ 

震災教訓を伝承 

・復興イベント等との 

タイアップ（マラソ 

ン，サイクリングなど） 

・シンポジウムの開催 

（海岸防災林の役割， 

重要性の伝承） 

・防災教育の推進 

成 林 

県民の関心をより一層海岸防災林に！ 

・「きのこの森」を活用した交流（松林に生育する 

ショウロなどのキノコの有効活用） 
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年　月　日 策　　定　　経　　過 備　　　　考

平成28年7月12日 みやぎ森林・林業の将来ビジョン実績点検作業開始 成果目標の達成状況点検，課題整理

平成28年7月15日 みやぎ森林・林業の将来ビジョン策定委員会設置

平成28年12月13日 県議会環境生活農林水産委員会へ実績点検結果報告

平成28年12月15日 宮城県森林審議会へ点検結果報告

平成29年1月13日 第37回宮城県産業振興審議会開催
みやぎ森林・林業の将来ビジョンの
見直しについて諮問

平成29年3月24日 第12回宮城県産業振興審議会水産林業部会開催
みやぎ森林・林業の将来ビジョンの
見直しについて検討

平成29年6月5日 第38回宮城県産業振興審議会開催 新ビジョン骨子案の検討

平成29年7月27日 第13回宮城県産業振興審議会水産林業部会開催 中間案の検討

平成29年8月22日 第39回宮城県産業振興審議会開催 新ビジョン中間案の検討

平成29年9月1日 中間案に対するパブリックコメントの募集（～10月2日）

平成29年9月6日 中間案に対する関係団体・市町村への意見照会（～10月6日）

平成29年9月21日 県議会環境生活農林水産委員会へ中間案報告

平成29年11月6日 第14回宮城県産業振興審議会水産林業部会開催 最終案の検討

平成29年11月20日 第40回宮城県産業振興審議会開催 最終案の審議

平成29年12月27日 宮城県産業振興審議会開催 審議会長から知事へ答申

平成30年2月 県議会（2月定例会）に議案として提出（予定）

新みやぎ森林・林業の将来ビジョン策定経過
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平成29年12月27日答申時

（敬称省略・五十音順）

区　　分 所　　　属　　　等 氏   名 備　　考

会長 株式会社インテリジェント・コスモス研究機構　代表取締役社長 内田　龍男

副会長 公益財団法人みやぎ産業振興機構　シニアアドバイザー 白幡　洋一

農業部会長 東北大学大学院農学研究科　教授 伊藤　房雄

農業部会 有限会社大郷グリーンファーマーズ　代表取締役 郷右近　秀俊 第９期から

農業部会 せんだい食農交流ネットワーク　代表理事 斉藤　緑里

農業部会 有限会社川口グリーンセンター　代表取締役 白鳥　正文

農業部会 農産物直売所　旬の店シンフォニー　代表 高橋　順子 第９期から

農業部会 みやぎ生活協同組合　地域代表理事 松木　弥恵 第９期から

水産林業部会長 富士大学　学長 岡田　秀二

水産林業部会 大崎森林組合　元婦人部長 青木　宏子

水産林業部会 東北大学大学院農学研究科　教授 木島　明博

水産林業部会 農事組合法人フォレストウィンド津山　理事 佐々木　好博

水産林業部会 具樂　代表 早坂　具美子 第９期から

水産林業部会 水野水産株式会社　代表取締役社長 水野　暢大 第９期から

商工業部会長 東北大学大学院工学研究科　教授 堀切川　一男

商工業部会 株式会社コミューナ　取締役 笠間　建 第９期から

商工業部会 office ayumitoiro　代表 佐々木　美織

商工業部会 株式会社緑水亭　若女将 高橋　知子 第９期から

商工業部会 キョーユー株式会社　代表取締役社長 畑中　得實

商工業部会 有限会社ひらが　代表取締役 平賀　ノブ

（敬称省略・五十音順）

農業部会 株式会社はなやか　代表取締役 伊藤　惠子

農業部会 有限会社伊豆沼農産　代表取締役 伊藤　秀雄

農業部会 みやぎ生活協同組合　地域代表理事 大友　恵里子

水産林業部会 有限会社まるきた商店　代表取締役 斎藤　まゆみ

水産林業部会 石巻魚市場株式会社　代表取締役社長 須能　邦雄

商工業部会 ブレイントラストアンドカンパニー株式会社　代表取締役社長 大志田　典明

商工業部会 有限会社岩沼屋ホテル　専務取締役 橘　眞紀子

（敬称省略・五十音順）

水産林業部会 石巻地区森林組合　参事 大内　伸之

水産林業部会 宮城十條林産株式会社　代表取締役社長 亀山　武弘

水産林業部会 特定非営利活動法人　宮城県森林インストラクター協会　事務局次長 木村　健太郎

水産林業部会 株式会社佐久　専務取締役（南三陸森林管理協議会） 佐藤　太一

宮 城 県 産 業 振 興 審 議 会 委 員 （第９期）

宮 城 県 産 業 振 興 審 議 会 委 員 （第８期）

任期　平成29年7月29日～平成31年7月28日

任期　平成27年7月29日～平成29年7月28日

宮城県産業振興審議会 水産林業部会 専門委員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




